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南相馬市みらい育成修学資金条例（素案）の概要について 

 

本市の修学資金制度は、経済的理由により修学が困難と認められる者に対し貸付

ける「南相馬市育英資金貸付制度」、市立病院の医師の確保のために貸付ける「南

相馬市立病院医師修学資金貸与制度」及び市内の看護師等確保のために貸付ける

「南相馬市看護師等修学資金貸与制度」の３つの制度が現存する。 

  
震災以降、人手不足の中で、特に保育需要に対応する保育士等の人材確保が困難

な状況にあり、保育士等確保に向けた修学資金貸付制度を設け、対応する必要があ

る。 

  
また、各種修学資金貸付制度は、制度を担当する課（教育総務課、健康づくり課、

総合病院）が多岐になり、利用する市民にとっては分かりにくいという課題がある。 
 このことから、今般、育英修学資金貸付制度の見直しと新たに修学資金の給付制

度を設けるとともに、新たに保育士等の人材確保を図るため「保育士等修学資金制

度」を創設することに併せて、既存の貸付条例を一本化した「南相馬市みらい育成

修学資金条例」を制定するものである。 

  
なお、南相馬市立病院医師修学資金貸与制度は、市立病院の就労のみ対象とする

ものであることから、新設する条例から除くものである。 

                                     

 

１ 本市の育英・修学資金制度 

（１）現状 

① 平成 18 年 1 月 1 日に「南相馬市育英資金貸付条例（旧小高町・旧鹿島町・

旧原町市の各条例の規定を充たした）」を制定し、本市出身の学生又は生徒

が経済的理由により修学が困難と認められる者に育英資金を貸付けし、教育

の機会均等を図っている。（担当：教育総務課） 

② 平成 19年 9月 28日に「南相馬市立病院医師修学資金貸与条例」を制定し、

将来市立病院に医師として勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金を

貸与することにより、市立病院の医師の確保を図っている。（担当：市立総

合病院） 

③ 平成 25 年 4 月 1 日に「南相馬市看護師等修学資金貸与条例」を制定し、

将来市内において看護師等の業務に従事しようとする者に対し、修学に必要

な資金を貸与することにより、修学を容易にし、もって市内医療機関におけ

る看護師等の確保を図っている。（担当：健康づくり課） 

 30.7.17 原町区地域協議会 

教育委員会事務局教育総務課 
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（２）課題 

【育英資金制度】 

① 育英資金は、貸与型の奨学資金のため返還義務がある。大学等を卒業後経

済的事情により奨学資金を返還したくても返還することができないものが

いる。 

② 国は、平成 30 年度から給付型修学資金制度を創設し、これまで以上に進

学を後押ししているが、所得要件に加え、各高校に枠を設定しているため、

全国・県内自治体において、国の制度を補完する制度創設を行っている。 

 

【保育士等の確保】 

③ 平成 30 年 4 月 1 日時点の本市の待機児童は 64 人。待機児童の要因の一つ

として、保育料等の無償化により預けやすい環境が整備された反面、保育の

受け皿となる保育施設等側の保育士等の不足がある。 

④ 市内の私立保育園、私立幼稚園及び私立認定こども園では、近年、保育士

及び幼稚園教諭の採用に苦慮しており、十分な採用数の確保に至っていない。 

【修学資金制度の窓口】 

  ⑤ 本市の育英資金・修学資金制度の現状に記載のとおり、各修学資金の受付

等は各担当課が行っているため、市民に分りにくいものとなっている。 

 

２ みらい育成修学資金条例（素案）の概要 

（１）育英資金貸付制度（拡充） 

    教育の機会均等を図るため、現行制度に育英資金の給付及び貸付金の返還

一部免除制度を追加する。 

 
（２）保育士等修学資金貸付制度（新規） 

    市内の私立保育士等を確保するため、新たな貸付制度を創設する。 

 

（３）看護師等修学資金貸付制度（継続）  

市内の看護師等を確保するため、現行の制度内容を継続する。 

 
※ 修学資金制度の詳細は、別添資料のとおり 



Ｈ30.7.17　原町区地域協議会
 教育委員会事務局教育総務課

修学資金給付制度（新規） 返還一部免除制度（拡充）

目的
本市のみらいを担う者の育成を図るため、その
者の修学に対し、予算の範囲内で必要な資金を
給付する。

若者の定住促進及び経済的負担の軽減を図る。
本市のみらいを担う者の育成を図るため、その
者の修学に対し、予算の範囲内で必要な資金を
貸し付けする。

看護師、准看護師、保健師及び助産師を養成す
る学校又は養成所に在学している者で、将来市
内において看護師等の業務に従事しようとする
ものに対し、予算の範囲内で修学に必要な資金
を貸与することにより、修学を容易にし、もって市
内医療機関における看護師等の充足に資すると
ともに、地域医療の向上に寄与する。

対象の課程 大学 大学、短大、高専、専修学校、高校 保育士及び幼稚園教諭の養成施設等 看護師、准看護師、保健師及び助産師の養成施設

金額 月額40,000円

①授業料相当の資金　月額50,000円以内
②入学準備金の資金　40万円以内
③就職準備金の資金　40万円以内
　総額　200万円以内

①授業料相当の資金
【保健師、助産師又は看護師の養成施設】
　授業料相当の資金：月額45,000円以内
【准看護師の養成施設】
　授業料相当の資金：月額34,000円以内
②生活費相当の資金
　　月額55,000円以内
③入学資金　入学金として納める額

募集人数
（年間）

3名（予定）
10名（予定）
（H30年度は就職準備金のみ　5名（予定））

30名（ただし予算の範囲内とする）

成績要件 評定平均4.5以上

資格・条件

①大学に入学するまで又は入学の目的をもって
住所を移転するまで市内に引き続き１年以上住
所を有していた者
②経済的理由により修学が困難と認められる者
③品行方正で、学習意欲が高く、学業成績が優
秀である者
④世帯に市税等の滞納がない者（分納納付誓約
をしている者を除く）
⑤国、県又は他の団体から同種類の奨学資金
の給与を受けていない者

①大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又
は高等学校を卒業した日の属する月の翌月の初
日から育英資金の貸付を受けた期間と同期間、
市内に住所を有している者
②市内に住所を有している間、就業している者
③修学資金の返還を滞納していない者
④市税を滞納していない者

①養成施設等に修学する者で、卒業後、直ちに
市内の私立保育園等で勤務する意志のある者
②福島県保育士修学資金の貸付を受けていな
い者

①保護師、准看護師、保健師及び助産師の養成
施設に在学していること
②養成施設を卒業後直ちに看護師等の免許を
取得し、その後直ちに市内医療機関において看
護業務に従事する意思があること

※学生を対象としているため、勤めながらの申請
は不可。

免除制度

①貸付を受けた期間に相当する期間、市内に居
住後、返還未済額の1/2の返還を免除

②看護師、保育士、介護福祉士については、貸
付を受けた期間に相当する期間市内に居住後、
返還未済額の全額を免除

保育士等養成施設等を卒業した後、直ちに市内
の私立保育園等において、5年間保育士等の業
務に従事したときは、修学資金の返還の債務を
全部免除

看護師等養成施設を卒業した後、直ちに看護師
等の免許を取得し、そのあと直ちに指定医療機
関において、貸与を受けた期間に相当する期
間、看護師等の業務に従事したときは、修学資
金の返還の債務を全部免除

※育英資金貸付制度と保育士等修学資金貸付制度、看護師等修学資金貸与制度の併用は不可。

※修学資金給付制度、保育士等修学資金貸付制度の金額及び募集人数については、現時点での予定です。

②南相馬市保育士等修学資金貸付制度（新規） ③南相馬市看護師等修学資金貸与制度（継続）制度名

南相馬市みらい育成修学資金制度一覧

南相馬市修学資金制度

①南相馬市育英資金制度
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南 相 馬 市 条 例 第   号

南 相 馬 市 み らい 育 成 修 学 資 金 条 例

目次

第 1章  総 則 (第 1条 及 び 第 2条 )

第 2章  修 学 資 金 の 貸 付 け 等 (第 3条 一 第 14条 )

第 3章  修 学 資 金 の 給 付 等 (第 15条 一 第 22条 )

第 4章  雑 則 (第 23条 一 第 26条 )

附 員J

第 1章  総 則

(趣 旨 )

第 1条  こ の 条 例 は 、 本 市 の み らい を担 う者 の 育 成 を図 る た め 、 そ

の者 の 修 学 に 対 し、 予 算 の 範 囲 内 で 必 要 な 資 金 を貸 し付 け 、 又 は

給 付 す る こ と に 関 し必 要 な 事 項 を 定 め る も の とす る。

(定 義 )

第 2条  こ の 条 例 に お い て 、 次 に 掲 げ る用 語 の 意 義 は、 当該 各 号 の

定 め る と こ ろ に よ る。

(1)大 学  学 校 教 育 法 (昭 和 22年 法 律 第 26号 )第 1条 に規 定

す る 大 学 (次 号 の 短 期 大 学 を 除 く。 )を い う。

9)短 期大学 学校教育法第 108条 に規定する短期大学をい う。

侶)高 等学校 学校教育法第 1条 に規定す る高等学校 (中 等教育

学校 の後期課程及び特別支援学校 の高等部を含む。 )を い う。

に)高 等専門学校 学校教育法第 1条 に規定す る高等専門学校 を

い う 。

5)専 修 学校  学校 教育法 第 124条 に基 づ き設置 され た機械 又

は装置 の修理 、保 守又 は操作 、製造 、加 工、建設、 医療 、福

祉 、栄養 の指導、保 育、語学 、情報処理 、経理 その他 これ らに

類 す る職業 に必要 な技術 の教授 を 目的 とす る修業年 限 2年 以上

の専修 学校 の高等 課程及 び専 門課程 をい う。

G)看 護 師等 保健 師助産 師看護 師法 (昭 和 23年 法 律第 203

号 )第 2条 、同法 第 3条 、 同法 第 5条 及 び 同法第 6条 に規定す

る保 健 師ハ 助産師 、看護 師及 び准看護 師 をい う。

け)看 護 師等養成施 設 看護 師 、准看護 師 、保健 師及 び助 産師 を
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養 成 す る学校 又 は養 成所 で あつて 、次 のいずれ かに該 当す る施

設 を い う。

ア 保健 師助産 師看護 師法第 19条 第 ]号 、 同法第 20条 第 1

号 、 同法第 21条 第 2｀ 号若 しくは同法 第 22条 第 1号 に規 定

す る文 部科 学大 臣の指 定 した学校又 は 同法 第 21条 第 1号 に

規 定す る文部科 学大 臣の指定 した大学      
‐

イ 保健 師助 産 師看護 師法第 19条 第 2号 、 同法第 20条 第 2   ・

号 又 は 同法第 21条 第 3号 に規 定す る都 道府 県知事 の指定 し

た 保健 師養 成所 、助産 師養成所 又 は看護 師養成所   :
｀

ウ 保健 師助 産 師看護 師法第 22条 第 2号 に規 定す る都 道府 県

知 事 の指 定 した准看護 師養成所

侶)病 院  医療 法 (昭 和 23年 法律 第 205号 )第 1条 の 5に 規  ⌒

定す る病 院 (歯 科 医業 を行 う場所 を除 く。 )

0)診 療所  医療法 第 1条 の 5第 2項 に規 定す る診療所 (歯 科 医

業 を行 う場所 を除 く。 )

仁0 保 育士 等 児童 福祉 法 (昭 和 22年 法律 第 164号 )第 18
条 の 4に 規定す る保 育 士及 び教育職員免 許 法 (昭 和 24年 法律

第 14.7号 )第 2条 第 1項 に規定す る幼 稚 園 の主幹教 諭 、指導

教 諭 、教 諭 、助教 諭 又 は講 師 をい う。

口 保 育士 等養 成施 設等 児童福祉 法第 18条 の 6第 1号 に規 定

す る指 定保 育 士養 成施 設及 び大学 、短 期 大学 等 の幼稚 園教諭養

成 課 程 をい う。 た だ し、通信制 に よる も〉の を除 く。

L21 私 立保 育園等  次 のぃずれ か に該 当す る施 設 の うち私 立の施  ⌒

設 を い う。

ア 児 童 福祉 法第 35条 第 4項 の規 定 に基 づ き、県知 事 の認 可

を得 て い る認 可保 育所

イ 学校 教育法第 1条 に規 定す る幼稚 園

ウ 児 童 福祉 法第 6条 の 3第 10項 に規 定す る小規模 保 育事 業    _
を実施 す る施設

工 就 学 前 の子 どもに関す る教育 、保 育等 の総合的 な提供 の推

進 に関 す る法律 (平 成 18年 法律 第 77号 )第 2条 第 6項 に

規 定す る認 定 こ ども園

第 2章 ‐
修 学 資、金 の 貸 付 け 等
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(修 学 資 金 の貸 付 け の 種 類 及 び 貸 付 額 )

第 3条  修 学 資 金 の 貸 付 け の 種 類 は 、 次 の 各 号 に掲 げ る も の と し、

当 該 各 号 の 貸 付 額 は 、 別 表 第 1に 定 め る額 とす る。

(1)育 英 資 金

12)看 護 師 等 修 学 資 金

(31 保 育 士 等 修 学 資 金

2 前 項 の修 学 資 金 の 貸 付 金 は 、 無 利 息 とす る。  ′

(育 英 資 金 の 対 象 者 )

第 4条  前 条 第 1項 第 1号 に 規 定 す る 育 英 資 金 の 貸 付 け を 受 け る こ

と が で き る者 は 、 次 に 掲 げ る全 て の 要 件 に該 当す る も の とす る。

(1)大 学 、 短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 又 は高 等 学 校 に在

学 し、 品 行 が 正 し く、 学 術 に優 れ て い る者

(2)大 学 、短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 若 しくは 高 等 学 校

に 入 学 す る ま で 又 は 入 学 の 目的 を も つ て 住 所 を移 転 す る ま で 市

内 に 引 き続 き 1年 以 上 住 所 を 有 して い た者

13)経 済 的 理 由 に よ り修 学 が 困 難 と認 め られ る者

14)国 、 県 又 は他 の 団 体 か ら同 種 類 の 育 英 資 金 の 貸付 け 又 は 給 与

を 受 け て い な い 者

(51 前 条 第 1項 第 2号 の看 護 師 等 修 学 資 金 又 は 前 条 第 1項 第 3号

の保 育 士 等 修 学 資 金 の貸 付 け を 受 け て い な い 者

(看 護 師 等 修 学 資 金 の 対 象 者 )

第 5条  第 3条 第 1項 第 2号 に規 定 す る看 護 師 等 修 学 資 金 の 貸 付 け

を 受 け る こ とが で き る者 は 、看 護 師 等 養 成 施 設 に在 学 又 は 在 所 し

て い る者 で あ つ て 、 将 来 市 内 の 病 院 又 は診 療 所 (以 下 「指 定 医 療

機 関 」 とい う。 )に お い て 看 護 師 等 の 業 務 に従 事 しよ う とす る も

の とす る。

(保 育 士 等 修 学 資 金 の 対 象 者 )

第 6条  第 3条 第 1項 第 3号 に規 定 す る保 育 士 等 修 学 資 金 の 貸 付 け

を 受 け る こ とが で き る者 は 、保 育 士 等 養 成 施 設 等 にお い て 修 学 す

る者 で あ つ て 、 将 来 市 内 の 私 立 保 育 園 等 に お い て保 育 士 等 の 業 務

に 従 事 しよ うとす る も の とす る。

2 前 項 の規 定 に か か わ らず 、福 島 県 保 育 士 修 学 資 金 の 貸 付 け を 受

け て い る者 は 、 こ の 条 例 に よ る保 育 士 等 修 学 資 金 の貸 付 け を 受 け

る こ とが で き な い 。
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(修 学 資金 の貸付期 間 )

第 7条  修 学 資金 の貸付期 間 は、第 9条 に規 定す る契約 に定 め られ

る月 か ら修 学資金 の貸付 けを受 け る者 の正規 の修学期 間 が終了す

る 日の 属 す る月 まで とす る。

(修 学 資 金 の貸付 けの 申請及 び決定 )

第 8条  修 学 資金 の貸付 け を受 け よ うとす る者 は 、規則 で 定 める と

ころ に よ り、連帯保 証人 を立 て、市長 に 申請 しなけれ ば な らな     =
い 。

2 市長 は 、前項 の規 定 に よ る申請 があつた とき は、南 相 馬 市み ら

い育成 修 学 資金審 査会 (以・下 「審査会 」 とい う。 )に 諮 つて これ

を決 定 し、本人 に通知す る もの とす る。

3 審 査 会 め組織及 び運営 につ いては、市長 が別 に定め る。     ⌒

(契 約 の締 結 )

第 9条  修 学 資金 の貸 付 け の決 定 を受 けた者 は、 当該貸 付 けにつ き

市長 と契約 を締結 しな けれ ばな らない。

(修 学 資 金 の貸付 けの解 除及 び休止 )

第 10条  市長 は、修 学資 金 の貸付 けを受 けてい る者 (以 下 「修 学

生」 とい う。 )が 次 の各 号 のいずれか に該 当す るに至 っ た とき

は、貸 付 け に係 る契約 を解 除す もの とす る。        |
(1)死 亡 した とき。t

鬱)休 学 又 は転学 の理 由が適 当で ない とき :

椰)大 学 、短期大 学 、高 等 専 門学校、専修 学校 、看護 師等養成施

設 、保 育 士等養 成施 設 等 又 は高等学校 を退学 した とき。     ⌒

に)修 学 資金 の貸 付 けを受 け るこ とを辞退 した とき。

幅)心 身 の故 障の た め
‐
修 学 の見込 みが な くなっ た と認 め られ る と

き。

161 学 業 成 績 が著 しく不 良 になつた と認 め られ る とき。      `
に)偽 りそ の他不 正 な手 段 に よ り修学 資金 の貸 付 けを受 けた と    ―

き。       、

侶)そ の他 修学資金 の貸 付 けの 目的 を達成 す る見込み が な くなっ

た と認 め られ る とき。

り)前 各 号 に掲 げ る もの の ほか、修学 生 と して適 当で ない とき。

2 市長 は、修学生 が休 学 し、又 は停学 の処分 を受 けた ときは、休

学 し、文 は停 学 の処 分 を受 けた 日の属 す る月の翌 月 の分 か ら復 学
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した 日の 属 す る月 の分 ま で 、修 学 資 金 の貸 付 け を行 わ な い も の と

す る。

(返 還 )

第 11.条  育 英 資 金 の貸 付 け を受 け て い る者 (以 下 「育成 資 金 修 学

生 」 とい う。 )は 、次 の各 号 の い ず れ か に 該 当 した とき は 、 該 当

の 日の 属 す る 月 の 6箇 月 後 か ら、 貸 付 け を 受 け た 月数 の 3倍 の 期

間 (た だ し、 こ の 期 間 が 15年 以 上 の 場 合 は 、 15年 とす る。 )

に お い て 育 英 資 金 の総 額 を 毎 月 の 末 日ま で に 月 賦 返還 しな け れ ば

な らな い 。 た だ し、本 人 の 申 出 に よ り返 還 期 間 を短縮 し、 又 は 月

賦 額 を 増 額 して 返 還 す る こ とが で き る。

(1)大学 、 高 等 学 校 、高等 専 門学 校 及 び 専修 学 校 を卒業 した とき。

121 前条 第 1項 の規 定 に よ る貸 付 け に係 る契 約 が解 除 され た とき。

2 看 護 師 等 修 学 資 金 の貸 付 け を 受 け て い る者 (以 下 「看 護 師 等 修

学 資 金 修 学 生 」 とい う。 )は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に該 当す る に

至 つ た とき は 、 貸 付 け を受 け た 看 護 師 等 修 学 資 金 を市 長 が指 定 す

る期 日ま で に 一 括 して 返 還 しな け れ ば な らな い 。

(1)修 学 資 金 の 貸 付 期 間 が 終 了 した と き。

12)前 条 第 1項 の規 定 に よ る貸 付 け に係 る契 約 が解 除 され た とき。

旧)看 護 師 等 養 成 施 設 を卒 業 した 後 直 ち に免 許 を取 得 しな か っ た

と き 。

に)看 護 師 等 養 成 施 設
‐
を卒 業 した 後 直 ち に免 許 を取得 し、 そ の 後

直 ち に指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 師 等 の 業 務 に従 事 しな か っ た

と き 。

151 第 13条 第 2項 の規 定 に よ る返 還 債 務 の 免 除 及 び 第 14条 第

2項 の 規 定 に よ る返 還 債 務 の 裁 量 免 除 を 受 け る前 に看 護 師 等 の

業 務 以 外 の 理 由 に よ り死 亡 し、 又 は 指 定 医 療 機 関 にお い て 看 護

師 等 の 業 務 に 従 事 しな く な っ た と き。

3 保 育 士 等 修 学 資 金 の貸 付 け を 受 け て い る者 (以 下 「保 育 士 等 修

学 資 金 修 学 生 」 とい う。 )は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に該 当す る に

至 っ た とき は 、 貸 付 け を受 け た 保 育 士 等 修 学 資 金 を市 長 が指 定 す

る期 日ま で に 一 括 して 返 還 しな けれ ば な らな い 6

(1)修 学 資 金 の 貸 付 期 間 が 終 了 した と き。

12)前 条 第 1項 の規 定 に よ る貸 付 け に係 る契 約 が解 除 され た とき。

(3 保 育 士 等 養 成 施 設 等 を 卒 業 した 後 直 ち に 市 内 の私 立 保 育 園 等
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に 従 事 しな か っ た と き 。

に)第 13条 第 3項 の 規 定 に よ る返 還 債 務 の免 除及 び 第 14条 第

3項 の 規 定 に よ る返 還 債 務 の 裁 量 免 除 を受 け る こ とが で き な い

こ と が 確 定 した と き 。

前 2項 の規 定 に か か わ らず 、

る
・
と き は 、 別 に期 間 を 定 め て 、

る こ と が で き る。 、

(返 済 債 務 の 履 行 猶 予 )

市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る と認 め

又 は 分 割 し,て 修 学 資 金 を 返 還 させ

第 12条  市 長 は 、 育 英 資 金 の 貸 付 け を 受 け た者 (以 下 「育 英 資 金

被 貸 与 者 」 とい う。 )が 大 学 、 短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学

校 又 は 高 等 学 校 を 卒 業 した 後 、 次 の 各 号 の い ず れ か に該 当 す る と

き は 、 当 該 各 号 に 定 め る期 間 を 限 度 と して 返 還 の債 務 の 履 行 を 猶

予 す る こ とが で き る。

(1)大 学 、 短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 又 は高 等 学 校 を 卒

業 後 、 直 ち に上 級 学 校 に進 学 した と き 当該 上 級 学 校 に 在 学 し

て い る期 間

9)災 害 、疾病そ の他 や む を得 ない理 由に よ り返還が著 しく困難

と認 め られ るとき 当該理 由が継 続 す る期 間

2 市長 は、看護 師等修 学 資金 の貸付 け を受 けた者 (以 下 「看護 師

等修 学 資金被貸与者 」 とい う。 )が 看 護 師等養成施設 を卒業 した

後 直 ち に免許 を取得 し、 かつ 、次 の各 号 のいずれかに該 当す る と

きは、 当該各 号に定 め る期 間 を限度 と して返還 の債務 の履 行 を猶

予 す る こ とができ る。

{1)免 許 取得後直 ちに指 定 医療機 関にお い て看護師等 の業務 に従

事 し、そ の後 引 き続 き指定 医療機 関 にお いて 当該業務 に従 事 し

て い る とき 当該 業務 に従事 してい る期 間

12)看 護 師等養成施設 を卒業 した後 引 き続 き他 の看護 師等養 成 施

設 に 入 学 し、1又 は入 所 した とき 当該他 の看護 師等養 成施 設 に

在 学 し、又 は在所 して い る期 間

椰)災 害 、疾病そ の他 や む を得 ない理 由に よ り返還 が著 しく困難

と認 め られ るとき 当該理 由が継 続 す る期 間

に)第 10条 第 1項 の規 定 に よ り貸付 けに係 る契約 の解 除 が され

た後 も引 き続 き当該 看 護 師等養 成 施 設 に在学、し、又 は在 所 して

い る とき 当該看護 師等養成施 設 に在 学 しt又 は在 所 してい る
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期 間

3 市 長 は 、保 育 士 等 修 学 資 金 の 貸 付 け を受 け た 者 (以 下 「保 育 士

等 修 学 資 金 被 貸 与 者 」 とい う。 )が 保 育 士 等 養 成 施 設 等 を 卒 業 し

た 後 直 ち に市 内 の 私 立 保 育 園 等 に お い て保 育 士 等 の業 務 に 従 事 し

た 後 、 次 の各 号 の い ず れ か に該 当す る とき は 、 当該 各 号 に 定 め る

期 間 を 限 度 と して 返 還 の 債 務 の 履 行 を猶 予 す る こ とが で き る 。

(1)市 内 の私 立 保 育 園 等 に お い て 保 育 士 等 の 業 務 に従 事 して い る

とき  当該 業 務 に従 事 して い る期 間

(劾  災 害 、 疾 病 そ の 他 や む を得 な い 理 由 に よ り返 還 が 著 し く 困難

と認 め られ る と き 当該 理 由 が継 続 す る期 間

(3 第 10条 第 1項 の 規 定 に よ り貸 付 け に係 る契 約 の 解 除 が され

た 後 も引 き続 き 当該 保 育 士 等 養 成 施 設 等 に 在 学 して い る と き

当該 保 育 士 等 養 成 施 設 等 に在 学 して い る期 間

(返 還 債 務 の 当 然 免 除 )

第 13条  市 長 は 、 育 英 資 金 被 貸 与 者 が 、 次 に 掲 げ る全 て の 要 件 に

該 当 す る場 合 は 、 規 則 で 定 め る手 続 に よ り、 育 英 資 金 の 返 還 の

債 務 の 一 部 を 免 除 す る こ とが で き る。

(1)大 学 、短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 又 は 高 等 学 校 を卒

業 した 日の 属 す る月 の 翌 月 の 初 日か ら育 英 資 金 の貸 付 け を 受 け

た 期 間 と同期 間 、 市 内 に 住 所 を有 して い る こ と。

121 前号 に規定 す る市 内 に住 所 を有 してい る間、就 業 して い る こ と。

椰)育 英 資 金 の 返 還 を滞 納 して い な い こ と。

14)市 税 を滞 納 して い な い こ と。

2 市 長 は 、看 護 師 等 修 学 資 金 被 貸 与者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に該

当 す る に 至 っ た と き は 、 看 護 師 等 修 学 資 金 の 返 還 の債 務 を全 部 免

除 す る も の とす る 8

(1)看 護 師 等 養 成 施 設 を 卒 業 した 後 直 ち に 看 護 師 等 の 免 許 を 取 得

し、 そ の後 直 ち に 指 定 医 療 機 関 にお い て 、 貸 与 を受 け た 期 間 に

相 当 す る期 間 、 看 護 師 等 の 業 務 に従 事 した と き :

121 看 護 師 等 養 成 施 設 を 卒 業 した 後 直 ち に 看 護 師 等 の 免 許 を 取 得

し、 そ の後 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 師等 の 業 務 に 従 事

し、 そ の後 引 き続 き指 定 医 療 機 関 に お い て 当該 業 務 に 従 事 中、

業 務 上 の理 由 に よ り死 亡 し、 又 は業 務 に 起 因 す る 心 身 の 故 障 の

た め 業 務 を継 続 す る こ とが で き な くな っ た と き。
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3 市長 は、保育士等修学資金被貸与者 が次の各 号のいずれかに該

当す る に至つたときは、保育士等修学資金の返還の債務 を全部免  =
除 す る もの とす る。

(1)保 育 士 等 養 成 施 設 等 を卒 業 した 後 直 ち に 市 内
｀
の 私 立 保 育 園 等    ,

に お い て 、 5年 間保 育 士 等 の 業 務 に 従 事 した とき。

9)保 育 士 等 養 成 施 設 等 を 卒 業 した 後 直 t)に 市 内 の 私 立 保 育 園 等

に お い て 保 育 士 等 の 業 務 に従 事 し、 そ の 後 引 き続 き 私 立保 育 園    =
等 に お い て 当該 業 務 に 従 事 中 、 業 務 上 の 理 由 に よ り死 亡 し、 又

は 業 務 に 起 因す る 心 身 の 故 障 の た め 業 務 を継 続 す る こ とが で き

な く な っ た とき。

(返 還 債 務 の 裁 量 免 除 )

第 14条  市 長 は 、 育 英 資 金 被 貸 与 者 が 死 亡 した とき は 、 連 帯 保 証   ⌒

人 又 は 遺 族 か らの 願 出 に よ り、 育 英 資 金 の 全 部 又 は 一 部 の返 還 を ′

免 除 す る こ とが で き́ る

2 市 長 は 、 看 護 師 等 修 学 資 金 被 貸 与 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る に 至 っ た と き は 、 返 還 の債 務 の 全 部 又 は 一 部 を免 除す る こ

とが で き る。

ほ)看 護 師 等 養 成 施 設 を 卒 業 した 後 直 ち に 免 許 を取 得 し、 そ の 後

直 ち に指
′
定 医療 機 関 に お い て 、 相 当 期 間 看 護 師 等 の 業 務 に従 事

した と き。

12)災 害 、 疾 病 そ の 他 や む を得 な い 理 由 に よ り、 前 条 第 2項 第 1

号 の 要 件 を満 た す こ とが で き な く な っ た と き 。

3 市 長 は 、保 育 士 等 修 学 資 金 被 貸 与 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該   ⌒

当 す る に 至 ら た と き は 、 返 還 の債 務 の 全 部 又 は 一 部 を免 除す る こ

とが で き る。

(1)保 育 士 等 養 成 施 設 等 を 卒 業 した 後 直 ち に 私 立保 育 園 等 に お い

て 、 相 当期 間保 育 士 等 の 業 務 に 従 事 した と き 。           
‐

(a 災 害 、 疾 病 、 死 亡 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り、 前 条 第 3   _

項 第 1号 の 要 件 を満 た す こ とが で き な く な つ た と き。

第 3章  修 学 資 金 の 給 付 等

(修 学 資 金 の 給 付 )

第 1.5条  修 学 資 金 の 給 付 を受 け る こ とが で き る者 は 、 大 学 に在 学

す る者 の うち 、 次 に掲 げ る全 て の 要 件 に該 当す る も の とす る。
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(1)大 学 に入 学 す るま で又 は 入 学 の 目的 を も つ て 住所 を移 転 す る

ま で 市 内 に 引 き続 き 1年 以 上 住 所 を 有 して い た 者

12)経 済 的 理 由 に よ り修 学 が 困 難 と認 め られ る者

(3 品 行 方 正 で 、 学 習 意 欲 が 高 く、 学 業 成 績 が優 秀 で あ る者

(4)世 帯 に市 税 等 の滞 納 が な い 者 (分 納 納 付 誓 約 を して い る者 を

除 く。 )

(9 国 、 県 又 は 他 の 団 体 か ら同 種 類 の 修 学 資 金 の 貸付 け又 は給 与

を受 け て い な い者

(修 学 資 金 の 給 付 額 )

第 16条  修 学 資 金 の給 付 額 は 、 別 表 第 2に 定 め る額 とす る 。 、

(修 学 資 金 の 給 付 期 間 )

第 17条  修 学 資 金 の 給 付 期 間 は 、 規 則 で 定 め る 日か ら修 学 資 金 の

給 付 を 受 給 す る者 の 正 規 の 修 業 期 間 が終 了 す る 日の 属 す る月 ま

で とす る。

(給 付 の 申請 及 び 決 定 )

第 18条  修 学 資 金 の給 付 を 受 け よ う とす る者 は 、 規則 で 定 め る と

こ ろに よ り、 市 長 に 申請 し な け れ ば な らな い 。

2 市長 は 、 前 項 の規 定 に よ る 申請 が あ つた と き は 、審 査 会 に諮 っ

て これ を 決 定 し、本 人 に通 知 す る もの とす る。

(給 付 の 継 続 )

第 19条  前 条 第 2項 の規 定 に よ る決 定 の通 知 を受 けた 者 (以 下

「修 学 資 金 給 付 受 給 者 」 とい う。 )で 、修 学 資 金 の給 付 の 継 続 を

希 望 す る者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り、 市 長 に 申請 し な けれ

ば な ら な い。

2 前 条 第 2項 の 規 定 は 、修 学 資 金 の 給 付 の 継 続 に つ い て 準 用 す

る。 こ の 場 合 に お い て 、 「 申請 」 とあ るの は 「継 続 申請 」 と読 み

替 え る。

(給 付 の 休 止 )

第 20条  第 10条 第 2項 の 規 定 は 、修 学 資 金 の給 付 の 休 止 につ い

て 準用 す る。 こ の場 合 に お い て 「修 学 資 金 の 貸 付 け」 とあ る の は

「修 学 資 金 の 給 付 」 と読 み 替 え る もの とす る。

(給 付 の 打 ち 切 り)

第 21条  市 長 は 、修 学 資 金 給 付 受 給 者 が次 の 各 号 の い ず れ か に該

当 した と認 め た とき は 、修 学 資 金 の 給 付 を 打 ち切 り、 給 付 を受 け
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た修 学 資金 を市長 が指 定す る期 日ま で一括 して返還 しな けれ ば な

らない 。ただ し、市長 が特 に必要 と認 め Z3と きは、審査 会 に諮

り、 打 ち切 りの可否 を判 断す るこ とがで き る。

(1)死 亡又 は退学 した とき。

12)傷 病等 のために成 業 の見込 み が ない とき。

椰)学 業成績 又 は操 行 が不 良 となった とき。

に)修 学資金 の給付 を必 要 としない理 由が生 じた とき。

幅)休 学又 は転学 の理 由が適 当で な い とき。

G)前 各号 に掲 げ る もののほか、修 学資金 給付受給者 と して適 当

で な い とき。

2 市長 は、前項 の規 定 に よる修 学資 金 の給 付の打 ち切 りを決 定 し

た とき は、規則 で定 め る手続 に よ り修学 資金給付受給者 に通知 す  ⌒

る もの とす る。

(異 動 の届 出 )

第 22条  修 学 資金給 付 受給者 は、次 の各 号 のいずれ かに該 当す る

場 合 は 、規則 で定 め る書類 を添 えて 、市長 に届 け出な けれ ばな ら

な い。

(1)氏 名 又 は住所 を変 更 した とき
`

9)休 学、復 学 、転 学若 しくは退 学 を し、又は停 学 の処 分 を受 け

た と き。

第 4章  雑 則

(書 類 の提 出 )                       ⌒

第 23条  市 長 は 、 修 学 資 金 の 貸 付 け 又 は 給 付 の 目的 を 達 成 す る た

め 必 要 が あ る と認 め る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り、 育 英

資 金 修 学 生 、 育 英 資 金 被 貸 与 者 、 看 護 師 等 修 学 資 金 修 学 生 、 看 護

師 等 修 学 資 金 被 貸 与 者 、 保 育 士 等 修 学 資 金 修 学 生 及 び 保 育 士 等 修

学 資 金 貸 与 者 並 び に 修 学 資 金 給 付 受 給 者 に 対 し、 必 要 な 書 類 の 提    _

出 を 求 め る こ とが で き る。_

ノ(延 滞 利 息 )

第 24条  市 長 は 、 被 貸 与 者 が 正 当 な 理 由 が な くて 修 学 資 金 を返 還

す べ き 日ま で に返 還 しな か っ た と き は 、 当 該 返 還 す べ き 日の 翌 日

か ら返 還 の 日ま で の 期 間 の 日数 に応 じ、 返 還 す が き額 に つ き年 1

4.6パ ー セ ン トの 割 合 で 計 算 した 延 滞 利 息 を徴 収 す る も の とす  .

-10-



る。

2 前 項 に 規 定 す る延 滞 利 息 の額 の計 算 につ い て の 年 当 た りの割 合

は 、 関 (う る う )年 の 日を含 む 期 間 につ い て も、 365日 当 た り

の 割 合 とす る。

3 前 項 の 規 定 に よ り計 算 した延 滞 利 息 の額 が 100円 未 満 で あ る

と き は 、 延 滞 利 息 を徴 収 しな い もの と し、 そ の額 に 100円 未 満

の 端 数 が あ る とき は 、 そ の 端 数 を切 り捨 て る も の とす る。

(経 理 )

第 25条  育 英 資 金 の 貸 付 け に 関 す る収 支 は 、 南 相 馬市 育 英 資 金 特

別 会 計 で 処 理 す る。

(委 任 )

第 26条  こ の 条 例 に 定 め る もの の ほ か 、 こ の 条 例 の施 行 に 関 し必

要 な事 項 は 、 規 則 で 定 め る。

附  則

(施 行 期 日 )

1 この 条 例 は 、 平 成 31年 4月 1日 か ら施 行 す る。 た だ し、 第 3

条 第 1項 第 3号 に規 定 す る保 育 士 等 修 学 資 金 の うち就 職 準 備 資 金

の 貸 付 け に 関 す る規 定 、 附 則 第 3項 及 び 附 則 第 9項 の 規 定 は 、 公

布 の 日か ら施 行 す る。      ヽ

(準 備 行 為 )

2 修 学 資 金 の 貸 付 け に係 る募 集 そ の 他 貸 付 け の た めに 必 要 な 準 備

行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も、 こ の 条 例 の例 に よ り行 う

こ とが で き る。

(平 成 30年 度 の 保 育 士 等 修 学 資 金 就 職 準 備 資 金 の対 象 者 )

3 第 6条 第 1項 の規 定 に か か わ らず 、 平 成 30年 度 に 係 る保 育 士

等 修 学 資 金 の就 職 準 備 資 金 の 貸 付 け の 対 象 者 は 、 この 条 例 の 施 行

の 日以 後 に就 職 が 決 定 した 者 とす る。

(南 相 馬 市 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 及 び 南 相 馬 市育 英 資 金 貸 付

条 例 の 廃 止 )

4 南 相 馬 市 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 (平 成 25年 南 相 馬 市 条 例

第 9号 )及 び 南 相 馬 市 育 英 資 金 貸 付 条 例 (平 成 18年 南 相 馬 市 条

例 第 187号 )は 、 廃 止 す る。

(経 過 措 置 )

5 この 条 例 の施 行 の 日 (以 下 「施 行 日」 とい う。 )の 前 日ま で
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に 、 こ の 条 例 に よ る廃 止 前 の 南 相 馬 市 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例

及 び 廃 止 前 の 南 相 馬 市 育 英 資 金 貸 付 条 例 (以 下 これ らを 「 旧条

例 」 と い う。 )の 規 定 に よ りな され た 処 分 、 手 続 そ の他 の 行 為

は 、 そ れ ぞ れ こ の 条 例 の 相 当規 定 に よ りな され た も の とみ な す 。   ―

6 こ の 条 例 の施 行 の 際 現 に 旧条 例 の 規 定 に よ っ て 決 定 され た 償 還

方 法 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る。

7 廃 止 前 の 南 相 馬 市 育 英 資 金 貸 付 条 例 の規 定 に 基 づ き 、 平 成 27   。

年 4月 1日 以 降 に 育 英 資 金 の 貸 付 け を 受 け た 者 は 、 第 13条 第 1

項 の 規 定 の 適 用 を受 け る こ とが で き る。

(南 相 馬 市 附 属 機 関 設 置 条 例 の 一 部 改 正 )

8 南 相 馬 市 附 属 機 関 設 置 条 例 (平 成 18年 南 相 馬 市 条 例 第 15
号 )の 一 部 を次 の よ うに 改 正 す る。               ⌒

次 の 表 中 、 改 正 前 の 欄 の 改 正 部 分 を 、 改 正 後 の 欄 の 改 正 部 分 に 改

め る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 (第 2条 、 第 3条 、 第 5条

関 係 )

名  称 担 任 す る 事

項

定 数 任 期

【略 】

南 相

馬 市

み  ら

い 育

成 資

金 審

査 会

南 相 馬 市 み

ら い 育 成 資

金 条 例 (平

成 30年 南

相 馬 市 条 例

第 号 )に よ

る 修 学 資 金

の 貸 付 け 及

び 給 付 に 関

す る 事 項 を

審 査 す る こ

と 。

10人

以 内

当 該

諮 問

に 係

る 審

議 の

期 間

別 表 (第 2条 、 第 3条 、 第 5条

関 係 )

名  称 担 任 す る 事

項

定 数 任 期

【略 】

南 相

馬 市

育 英

資 金

貸 付

審 査

会

南 相 馬 市 育

英 資 金 貸 付

条 例 (平 成

18年 南 相

馬 市 条 例 第

187号 )

に よ る 育 英

資 金 の 貸 付

け に 関 す る

事 項 を 審 査

す る こ と

10人 当 該

諮 問

に 係

る 審

議 の

期 間
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|¬
略〕            ||1可蔦百

~~~~~~~~―一――
¬

(南 相 馬 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る条 例

の 一 部 改 正 )

9 次 の 表 中 、

改 め る 。

改 正 前 の 欄 の 改 正 部 分 を 、 改 正 後 の欄 の改 正 部 分 に

別 表 第 2 法 に よ ら な い 事 務

(第 4条 関 係 )

別 表 第 6 法 に よ ら な い 事 務 に

お い て 提 供 す る こ と が で き る 特

定 個 人 情 報 (第 5条 関 係 )

機 関 事 務

3 4

教 育 委

員 会

〔略 〕

情 報 照

会 機 関

事 務 情 報 、提

供 機 関

特 定 個

人 情 報

5  教

育 委

員 会

〔略 〕 【略 】 【略 〕

機 関 事 務

3 4

教 育 委

員 会

【略 〕

3 5

教 育 委

員 会

南 相 馬 市 み ら い 育 成 資

金 条 例 (平 成 30年 南

相 馬 市 条 例 第  号 )に

よ る 保 育 士 等 養 成 施 設

等 に 在 学 し て い る 者 ヘ

の 修 学 に 必 要 な 資 金 の

貸 付 け に 関 す る 事 務 で

あ つ て 規 則 で 定 め る も

の

別 表 第 2 法 に よ ら な い 事 務

(第 4条 関 係 )

別 表 第 6 法 に よ ら な い 事 務 に

お い て 提 供 す る こ と が で き る 特

定 個 人 情 報 (第 5条 関 係 )

情 報 照

会 機 関

情 報 提

供 機 関

特 定 個

人 情 報

南 相 馬

市 み ら

住 民 票

関 係 情
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い 育 成

資 金 条

例 に よ

る 保 育

士 等 修

学 資 金

の 貸 付

け  に  関

す る 事

務 で あ

つ て 規

則 で 定

め る も

の

報 又 は

地 方 税

関 係 情

報 で あ・

つ て 規

則 で 定

め る も

の

⌒

-14-



10 南 相 馬 市 個 人 番 号 の利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関す る条

例 の 一 部 を次 の よ うに 改 正 す る。

次 の 表 中 、 改 正 前 の 欄 の 改 正 部 分 を 、 改 正 後 の欄 の改 正 部 分 に 改

め る。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 2 
‐
法 に よ ら な い 事 務

(第 4条 関 係 )

機  関 事 務

【略 】

2  5

市 長

【略 〕

2  6

市 長

【略 〕

2  7

市 長

【略 〕

2  8

市 長

【略 】

９
　
育

員

２

教

委

会

南 相 馬 市 み ら い 育 成 修 学

資 金 条 例 (平 成 30年 南

相 馬 市 条 例 第  号 )に よ

る 修 学 資 金 の 貸 付 け 及 び

給 費 に 関 す る 事 務 で あ っ

て 規 則 で 定 め る も の

3  0 【略 〕

別 表 第 2 法 に よ ら な い 事 務

(第 4条 関 係 )

機  関 事 務

〔略 】

５
　
長

２
　
市

【略 】

６
　
長

２
　
市

南 相 馬 市 看 護 師 等 修 学 資

金 貸 与 条 例 (平 成 25年

南 相 馬 市 条 例 第 9号 )に

よ る 看 護 師 等 の 養 成 施 設

に 在 学 し て い る 者 、 の 修

学 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 に

関 す る 事 務 で あ っ て 規 則

で 定 め る も の

2  7

市 長

【略 】

８
　
長

２
　
市

【略 】

2  9

市 長

〔略 〕

０
　
育

　̈
口貝

３

教

委

会

南 相 馬 市 育 英 資 金 貸 付 条

例 (平 成 18年 南 相 馬 市

条 例 第 187号 )に よ る

育 英 資 金 の 貸 付 け に 関 す

る 事 務 で あ つ て 規 則 で 定

め る も の

3  1 【略 〕
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育

員

教

委

会

２

育

３
　
教

委 員

△

=

【略 】

３
　
育

員

３

教

委

会

略

3  4

教 育

委 員

会

【略 】

3  5

教 育

委 員

会

南 相 馬 市 み ら い 育 成 資 金

条 例 (平 成 30年 南 相 馬

市 条 例 第  号 )に よ る 保

育 士 等 養 成 施 設 等 に 在 学

し て い る 者 へ の 修 学 に 必

要 な 資 金 の 貸 付 け に 関 す

る 事 務 で あ つ て 規 則 で 定

め る も の

教 育

委 員

会

3   1

教 育

委 員

会

【略 】

２
　
育
　
員

３

教

委

会

【略 】

3  3

教 育

委 員

会

【略 】

別 表 第 3 法 に よ る 事 務 に お い

て 利 用 す る こ と が で き る 特 定 個

人 情 報 (第 4条 関 係 )

機  関 事 務 特 定 個 人 情 報

【略 】

５
　
長

２
　
市

【略 】 【略 】

別 表 第 3 法 に よ る 事 務 に お い

て 利 用 す る こ と が で き る 特 定 個

人 情 報 (第 4条 関 係 )

機  関 事 務 特 定 個 人 情 報

【略 】

５
　
長

２
　
市

【略 】 【略 】

2  6

市 長

南 相 馬 市

看 護 師 等

住 民 票 関 係 情

報 又 は 地 方 税
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６
　
長

２
　
市

【略 〕 【略 〕

７
　
長

２
　
市

【略 〕 【略 】

2  8

市 長

【略 〕 【略 〕

修 学 資 金

貸 与 条 例

に よ る 看

護 師 等 の

養 成 施 設

に 在 学 し

て い る 者

へ の 修 学

に 必 要 な

資 金 の 貸

与 に 関 す

る 事 務 で

あ っ て 規

則 で 定 め

る も の

関 係 情 報 で あ

っ て 規 貝」で 定

め る も の

2  7

市 長

【略 〕 【略 〕

2  8

市 長

〔略 〕 【略 】

９
　
長

２

‐
市

【略 】 【略 〕

別 表 第 4 法 に よ

お い て 利 用 す る こ

定 個 人 情 報 (第 4

ら な い 事 務 に

と が で き る 特

条 関 係 )

別 表 第 4 法 に よ

お い て 利 用 す る こ

定 個 人 情 報 (第 4

ら な い 事 務 に

と が で き る 特

条 関 係 )

機  関 事 務 特 定 個 人 情

報

【略 】

2  5

市

長

【略 〕 【略 〕

機  関 事 務 特 定 個 人 情

報

【略 】

2  5

市

長

【略 〕 【略 〕

2  6 南 相 馬 市 住 民 票 関 係
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看 護 師 等

修 学 資 金

貸 与 条 例

に_よ る 看

護 師 等 の

養 成 施 設

に 在 学 し

て い る 者

へ の 修 学

に 必 要 な

資 金 の 貸

与 に 関 す

る 事 務 で

あ っ て 規

貝Lで 定 め

る も の

【略 】

【略 】

【略 】

別 表 第 6 法 に よ ら な い 事 務 に

お い て 提 供 す る こ と が で き る 特

定 個 人 情 報 (第 5条 関 係 )

情 報 又 は 地

方 税 関 係 情

報 で あ つ て

規 則 で 定 め

る も の

2  6

市 長

【略 】 【略 】

2  7

市 長

【略 】 【略 】

８
　
長

２
　
市

【略 】 【略 】

別 表 第 6 法 に よ ら な い 事 務 に

お い て 提 供 す る こ と が で き る 特

定 個 人 情 報 (第 5条 関 係 )

照
　
関

報
　
機

情
　
会

事 務 情 報 提

供 機 関

特 定

個 人

情 報

教

育 委 員

△

南 相 馬

市 み ら

い 育 成

修 学 資

市 長 住 民

票  関

係 情

報  又

情 報 照

会 機 関

事 務 情 報 提

供 機 関

特 定 個

人 情 報

1    孝女

育 委 員

会

南 相 馬

市 育 英

資 金 貸

付 条 例 `

に よ る

市 長 住 民 票

関 係 情

報 又 は

地 方 税

関 係 情
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金 条 例

に よ る

修 学 資

金 の 貸

付 け 及

び 給 付

に 関 す

る 事 務

で あ つ

て 規 則

で 定 め

る も の

は 地

方 税

関 係

情 報

で あ

つ て

規 則

で 定

め る

も の

5 教

育 委 員

△

【略 〕

育 英 資

金 の 貸

付 け に

関 す る

事 務 で

あ つ て

規 則 で

定 め る

も の

報 で あ

っ て 規

則 で 定

め る も

の

5 教

育 委 員

会

【略 〕

6 教

育 委 員

会

南 相 馬

市 み ら

い 育 成

資 金 条

例 に よ

る 保 育

士 等 修

学 資 金

の 貸 付

け に 関

す る 事

務 で あ

つ て 規

則 で 定

め る も

の

市 長 住 民 票

関 係 情

報 又 は

地 方 税

関 係 情

報 で あ

つ て 規

則 で 定

め る も

の
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別表 第 1(第 3条 関係 )

育 英 資 金

看 護 師 等 修 学 資 金

貸 付 額

額 45, 000円 以 内

額 34,000円 以 内

額 55,000円 以 内

等 修 学 資 金 の 貸 付 け を 決

年 に 入 学 す る看 護 師 等 養

に 入 学 金 と して 納 め る額

保 育 士 等 修 学 資 金

区 分 貸 付 額

授 業 料 相 当 の 資 金 月 額 50,000円 以 内

入 学 資 金 400,000円 以 内

就 職 準 備 の 資 金 400,000円 以 内

備 考

保 育 士 等 修 学 資 金 の 授 業 料 相 当 の 資 金 の 貸 付 額 は 、 合 計 120
万 円 を 上 限 とす る。

区 分 貸 付 額

大 学 (医 師 及 び 獣 医 師 ) 月 額 60,000円

大 学 又 は 短 期 大 学 月 額 48,000円

高 等 専 門 学 校 又 は 専 修 学 校 月 額 35, 000円

高 等 学 校 月 額 18, 000円

区 分

第 2条 第 7号 ア の 学 校 又 は 大

学 に 在 学 又 は 同条 同 号 イ の 養

成 所 に 在 所 して い る者 の 授 業

料 相 当 の 資 金

月

第 2条 第 7号 ウの養 成 所 に 在

所 し て い る者 の 授 業 料 相 当 の

資 金

月

看 護 師等 養 成施設 に在 学又 は

在 所 して い る者 の生活費相 当

の資 金

月

入 学 資 金 看 護 師 峯

定 し た 今

成 施 設 に
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別 表 第 2(第 16条 関係 )

修 学 資 金 の 給 付 の 種 類 及 び 給 付 額

区 分 給 付 額

大 学 月 額 40, 000円
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南相馬市育英資金貸付規則

(趣旨)

第 1条 この規則は、南相馬市みらい育成修学資金条例 (平成 30年南相馬市条例第 号。

以下「条例」 とい う。)第 3条第 1項第 1号に規定する育英資金の貸付けに関し必要な事

項を定めるものとする。

(修学資金の交付 )

第 2条 条例第 3条第 1項第 1号に規定する育英資金の貸付額は、毎月 15日 までに本人に

交付する。ただし、市長は特別の事情があると認めるときは、数月分を合わせて交付する

ことができる。

(申請手続)

第 3条 条例第 8条第 1項に規定する育英資金の貸付けを受けようとする者 (以下「申請者」

とい う。)は、育英資金貸付願書 (様式第 1号)に次に掲げる書類を添えて、南相馬市教

育委員会 (以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1)申請者が現に在学し、又は在学していた学校の長の発行する修学生推薦調書 (様式第

2号)及び成績証明書

(2)申請者 の属する世帯に係る所得証明書

(3)世帯全員の住民票の写し

(連帯保証人 )

第 4条 条例第 8条第 1項に規定する連帯保証人は、市内に居住する成年者であつて、独立

の生計を営み、かつ、育英資金の返還の責めを負 うことができる程度の資力を有するもの

2人とする。この場合において、申請者が未成年であるときは、連帯保証人のうち 1人は、

親権者、未成年後見人又はその他これに代わる者 と教育委員会が認めた者でなければなら

ない。

2 育英資金の貸付けを受けている者 (以下 「修学生」とい う。)又は育英資金の貸付けを

受けた者 (以下「被貸付者」という。)は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯

保証人変更承認申請書 (様式第 3号)に第 6条第 2号及び第 3号に定める書類を添えて教

育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの決定通知 )

第 5条 条例第 8条第 2項に規定する申請に対する決定の通知は、育英資金貸付決定通知書

(様式第4号)により行 うものとする。

(誓約書の提出)

第 6条 条例第 8条第 2項の規定による育英資金の貸付決定の通知を受けた申請者は、連帯

保証人 と連署の上、速やかに誓約書 (様式第 5号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員

会に提出しなければならない。

(1)申請者 の在学証明書

(2)連帯保証人の印鑑証明書

(3)親権者以外の連帯保証人の住民票の写し及び所得証明書
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(借用証書の提出)

第 7条 修学生又は被貸付者は、条例第 11条第1項の各号いずれかに該当したときは、育英

資金借用証書 (様式第 6号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(返還猶予の申請手続)

第 8条 条例第 12条の規定により育英資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者

は、同条の規定に該当するに至った日後速やかに育英資金返還猶予願 (様式第 7号)及び

当該規定に該当することを証するに足りる書類を教育委員会に提出し、その承認を受けな

ければならない。

(卒業の届出)

第 9条 修学生が卒業したときは、速やかに卒業届 (様式第 8号)及び卒業証明書又は卒業

証書の写しを教育委員会に提出しなければならない。

(届 出)                           '
第 10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに履歴事項等異動届 (様

式第 9号)を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、当該修学生が,い

身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、修学生の家族又は連帯保証

人が当該修学生に代わつて届け出なければならない。

(1)氏名又は住所を変更したとき。

(2)休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。

(3)連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は連帯保証人が死亡 し

たとき、若 しくは連帯保証人について破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理

由が生 じたとき。

2 修学生が死亡したときは、修学生及び被貸与者の遺族又は連帯保証人は、死亡の事実を

証する書類を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前 2項の規定は、被貸与者で、まだその全部又は一部を返還していないもの及び返還の

猶予を受けているものについて準用する。

(育英資金返還の免除)

第 11条 条例第 13条第 1項の規定により育英資金の返還の債務の免除を受けようとする

者は、育英資金返還免除願 (様式第 10号)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に申

請 しなければならない。

(1)住民票の写し

(2)納税証明書

(3)就労証明書 (様式第 11号)その他就労していることが確認できる書類

2 教育委員会は、前項の規定による育英資金返還免除願の提出があつた場合は、その内容

を審査し、適当と認めたときは、育英資金返還一部免除決定通知書 (様式第 12号)に よ

り本人に通知するものとする。

3 条例第 13条第 1項の規定により育英資金の返還を免除する額は、育英資金返還免除願

の提出があうた日の属する月の翌月の初日における育英資金の返還未済額の2分の1の額

とする。ただし、育英資金の返還の債務の免除を受けようとする者のうち、看護師、保育
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士、介護福祉士については、育英資金返還免除願の提出があった日の属する月の翌月の初

日における育英資金の返還未済額の全額を免除する。              |
(修学資金の管理)

第 12条 教育委員会は、修学生又は被貸付者への貸付け状況等を明確にするため、台帳を

備え、管理す るものとする。

(その他)

第 13条 この規則に定めるもののほか、育英資金の貸付けに関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。

附 則

航 行期日)                 ｀

1 この規則は、平成 31年 4月 1日 から施行する。

(南相馬市育英資金貸付条例施行規則の廃止)

2 南相馬市育成資金貸付条例規則 (平成 18年教育委員会規則第 18号)は、廃止する。  人

(経過措置)

3 この規則の施行の日までに、南相馬市育英資金貸付条例施行規則の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、なお従前の例によるも
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様式第 1号 (第 3条関係 )

※以下の書類を添付すること。  ´

申請者が現に在学し、又は在学していた学校の長の発行する修学生推薦調書 (様式第 2号 )

及び成績証萌書、申請者の属する世帯に係る所得証明書、世帯全員の住民票の写し

…25-

育英資金貸付願書

ふりがな

氏名

生年月 日 年  月  日

進学予定校

又は在学校

大 学

立     高専 。専修

高等学校

現住所

一Ｔ

電話番号 ( )

部  科  学年

(修学年数  年)

本  籍

貸付希望期間 年 月から 年 月まで ( 箇月)

貸付希望理由

親

権

者

等

ふ りがな

現住所

一Ｔ

氏名

生年月 日 年  月  日 電話番号 ( )

本人 との

続柄

年間収入 万 円 本籍

家

族

の

状

況

氏 名
´

続 柄 年齢 職 業
勤務先又は

在学先
収入(税込)

所得金額

1 万 円 万 円

2

3

4

6

7

8

本

人

の

履

歴

年月 日 履歴

年   月   日 エエ 中学校入学

年  月  日

年  月  日

年  月  日

年  月  日

南相馬市育英資金の貸付けを受けたいので申請 します。なお、申請に当たり、貸付けの適否に必要

な課税台帳及び住民基本台帳等の確認を受けることに同意します。

年  月  日

申請者氏名

(自 筆 )

親権者等氏名

(自 筆 )

③

①

南相馬市教育委員会



ふりがな

氏  名

生年月 日 年   月   日

住  所

一Ｔ

学 校 名 在学期間
年  月  日   入学・ 転入

年  月  日  卒業 。卒業見込

学業成績概要

学習の記録(*学校所定の成績証明書でも可)

教    科

1    評   走   
｀

1  第 2学年  1 第 3学年
教 科

評    定

第 2学年  1 第 3学年

国 =
立
日 楽

社
△
雪

数 学

理   科

外 国 語

保 健 体 育

技 術 家 庭

美 術

在学中の

行動事実の記録

推薦の理 由

上記の者は修学生として適当と認め、推薦 します。

年  月  日

学 校 長

南相馬市教育委員会        ,

③

様式第 2号 (第 3条関係)

学校の長の発行する修学生推薦調書

⌒
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様式第 3号 (第 4条関係 )

年    月    日

南相馬市教育委員会

年度修学生  貸付番号  番

住所

氏名 (自 筆)

新連帯保証人

住所

氏名 (自 筆 )

雷話番号

連帯保証人変更承認申請書

このことについて、下記のとおり連帯保証人を変更したいので申請 します。

変更の理由

※新連帯保証人に係る住民票の写 し、所得証明書及び印鑑証明書を添付のこと。

′   〇

◎
一

旧連帯保証人 新連帯保証人 摘 要

氏名

生年月 日

住所

本籍

職業

年収入

修学生 (被貸付者)と

の続柄
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様式第4号 (第 5条関係)

南相馬市教育委員会

育英資金貸付決定通知書

年  月  日付けで申請のありました南相馬市育英資金の貸付にらい

て、下記のとおり、あなたを 年度の南相馬市育英資金修学生 として貸

付決定 しま したので南相馬市み らい育成修学資金条例第 8条の規定により通知

いたします。

なお、貸付を開始するに当た り、下記関係書類を期 日までご提出ください。

口万

日

第

年

様

貸付額    月額

貸付期間       から

円

ま で

1 育英資金については毎月

2 第 1回 目の振込は  月

日に指定 回座 に振込み します。

日 ( )の予定です。

3 休学 したときは、休学の翌月から復学の前月までの間、育英資金の貸付け

を休止します。

4 次のいずれかに該当する場合は、貸付けを解除します。

(1)死亡したとき。

(2)休学又は転学理由が適当でない とき。

(3)大学等を退学 した とき。

(4)修学資金の貸付を受けることを辞退 したとき。

(5)心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(6)学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。     .
(7)偽 りその他不正な手段により修学資金の貸付けを受けたとき。

(8)その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められ

るとき。

(9)前各号に掲げるもののほか、修学生として適当でないとき。

5 次のいずれかに該当した場合は、育英資金を返還していただきます。

(1)大学等を卒業したとき。

(2)貸付に係る契約が解除されたとき。

1 提出書類 (詳細は別紙「育英資金貸付開始に伴う提出書類について」のとおり)

(1)誓約書 (別紙 F様式第 5号」)

(2)口座振替依頼書 (別紙 1)

(3)連帯保証人に関する調書 偶J紙 2) 1     .
(4)入学許可証等の学校に入学するこ.と が確認できる書類の写し

育英資金

貸付額・期間

注意事項

2 提 出期限 年  月 _星81 )まで(必宥)



様式第 5号 (第 6条関係 )

年   月   日

南相馬市教育委員会

住所

氏名 (自 筆)           〇

誓約書

私は、この度南相馬市みらい育成修学資金条例に基づき、修学生として採用され `

ましたが、    年  月から卒業するまで毎月     円を借用することに

ついて、下記のとおり誓約 します。

記

1 条例、規則及び指示事項を固く守 り学業に精励 し操行を慎み必ず成業します。

2 貸付 けを受けた育英資金は、条例及び規則の定めるところにより必ず返還しま

す。

私どもは、上記の者が借り受ける育英資金について、本人と連帯してその債務を

負担 します。

※以下の書類を添付す ること。

1 申請者の在学証明書

2 連帯保証人の印鑑証明書

3 親権者以外の連帯保証人の住民票の写 し及び所得証明書

連

帯

保

証

人

氏名 (自 筆)           ① 本人 との続柄

本籍

住所

電話番号

生年月 日 職業

氏名 (自 筆)           ① 本人との続柄

本籍

住所

電話番号        (

生年月 日 職業
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様式第 6号 (第 7条関係)‐

南相馬市教育委員会

本   人 住 所

(自 筆) 氏 名

電話番号

連帯保証人 住 所

(自 筆) 氏 名

電話番号

連帯保証人 住 所

(自 筆) 氏 名

電話番号

育.英 資 金 借 用 証 書

南相馬市みらい育成修学資金条例により育英資金を借用しましたので、本証書を提出い

たします。・

なお、返還につきましては条例、規貝Jを遵守して下記のとおり滞りなく返還いたします。

借用金額 円也

(自    年  月   至    年  月) 、

月額       円にて    月分借用

返還計画

,月 額       円にて   年   月で返還
:        (自   1 年  月 ～ 至    年  月)

特約条項

1 納付期限を経過 した償還金の納付については、南相馬市諸収入金に対する督促手数

料及び延滞金徴収条例の例により納付 します。

2 継続 して返還を怠つたときは、期限の利益を喪失 し、返還金の全部又は一部につい

て、直ちに返還の請求を受けても異議ありません。

年  月  日

①

③

〇

記

金
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様式第 7号 (第 8条関係)

年  月  日

南相馬市教育委員会

年度修学生    
′

氏 名            ④

育 英 資 金 返 還 猶 予 願

南相馬市みらい育成修学資金条例第12条の規定により、貸付けを受けた育英資金、

金        円返還に当たり、下記の理由によリー時返還を猶予されたく

連帯保証人と連名でお願いいたします。

記

1 育英資金返還猶予の理由 (具体的に記載すること。)

2 猶予の期間

年  月から   年  月まで    年  月間

⌒     3 連帯保証人住所氏名

連帯保証人 住 所

氏  名

連帯保証人 住 所

〇
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様式第 8号 (第 9条関係)

南相馬市教育委員会

卒      業      届

下記のとおり卒業しましたのでくお届けします。

年  月  日

年度修学生

氏 名            〇         =

1 卒業年月日

2 卒業学校学部名

3 卒業証明書        1部 添付

年  月  日

学校

学部 (科 )
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す。

様式第 9号 (第 10条関係)

年  月  日

南相馬市教育委員会

年度修学生 貸付番号  番

住所

氏名

※ 連帯保証人

作所

氏名            _   O

履 歴 事 項 等 異 動 届

(修学生・連帯保証人)に異動が生 じたので、下記のとお り関係書類を添えて届け出ま

記

1 異動年月 日        年  月  日

2 異動理由

変更前

変更後

3 添付書類

※ 連帯保証人に関する事項を異動する場合のみ記入
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様式第 10号 (第 11条関係 )

南相馬市教育委員会

修学生番号

本   人

連帯保証人

連帯保証人

育 英 資 金 返 還 免

1 返還金総額

2 返還済額

3 返還免除を希望する額

4 返還免除を希望する理由

〔添付書類〕

・免除の理由を証明することができる書類

日

〇
　
〇
　
〇

号

所
名
所
名
所
名
　
履

第

住

氏

住

氏

住

氏

　

除

円

　

　

円

　

　

円
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様式第11号 (第 11条関係)

南相馬市教育委員会

証明者

下記のとおり就労していることを証明します。

管 理 番号

就 労 証 明 書

所 在 地

事業所名

代表者名 ①

　

　

ヽ

就労 (勤務)地

常勤 ・ パート ・ 臨時 。派遣 ・ 内職

自営業 ・ 農業

その他 (            )

仕事の内容

(具体的に記入 )

定 期 (  曜日・  曜日)

不定期 (平均      日/週 )

定 期 (1週    日/週 )

不定期 (平均    日/週 )

就労 (勤務)日 数

(定期・不定期どちらか

に記入)

午前 。午後   時   分 ～ 午前 。午後   時   分

就労 (勤務)時間 不規則勤務形態の場合

※具体的な勤務形態を記載してください。
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様式第 12号 (第 11条関係 )

住 所

氏 名

南相馬市教育委員会

育英資金返還一部免除決定通知書
)

ノ

南相馬市みらい育成修学資金条例に基づき、貸付けした育英資金の一部の返還を免除     ⌒

することに決定しましたので、通知します。

返還免除額         Fl

(注意事項 )

1 住所、就労状況その他重要な事項に異動があつたときは、その事実を証す る書類を提

出 してください。 ′    ′

2 遅滞なく育英資金の返還を行つてください。
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南相馬市看護師等修学資金貸付規則

(趣旨)

第 1条 この規則は、南相馬市みらい育成修学資金条例 (平成 30年南相馬市条例第 乳

以下 「条例」という。)第 3条第 1項第 2号に規定する看護師等修学資金の貸し付けに関

し必要な事項を定めるものとする。

(申 請手続 )

.  第 2条 条例第 8条に規定する修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、看護師等修学

資金貸付申請書 (様式第 1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の看護師等修学資金貸付申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1)履歴書 (様式第 2号 )

ハー  (2)条 例第 5条第 1項に規定する養成施設に在学又は在所していることを証する書面

(3)住民票の写し

(4)連帯保証人の住民票の写し

(5)連帯保証人の印鑑証明の写し

(連帯保証人)

第 3条 条例第 8条第 1項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、

その人数は 2人とする。この場合、修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者である

ときは、そのうち 1人を法定代理人としなければならない。

2 看護師等修学資金の貸付けを受けている者 (以下「修学生」という。)又は看護師等修

学資金の貸付けを受けた者 (以下「被貸付者」という。)は、、連帯保証人を変更 し、又は

連帯保証人の住所に変更があつたときは、速やかに連帯保証人変更届 (様式第 3号)を市

長に提出しなければならない。

(貸付け可否の決定通知)

第 4条 第 8条第 2項に規定する申請に対する決定の通知は、看護師等修学資金貸付可否決

定通知書 (様式第 4号)により行うものとする。

(修学資金の交付)

第 5条 条例第 3条第 1項第 2号に規定する看護師等修学資金の貸付額は、原則として、3

・    月分の月額を合算した額をその3月 の最初の月に貸与するものとする。

2 看護師等修学資金のうち、入学資金については、入学の年度の最初の貸付けに合わせて

貸付けするものとする。

(誓約書の提出)

第6条 条例第8条第2項の規定にょる看護師等修学資金の貸付決定の通知を受けた申請者

は、連帯保証人と連署の上、速やかに誓約書 (様式第 5号)に次に掲げる書類を添えて、

教育委員会に提出しなければならない。

(1)申請者の在学証明書

(2)連帯保証人の印鑑証明書
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(3)親権者以外の連帯保証人の住民票の写し及び所得証明書

(借用証書 )

第 7条 被貸付者は、養成施設を卒業 し、又は条例第 10条第 1項の規定に基づき解除され

たときは、看護師等修学資金借用証書 (様式第 6号)を市長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第 8条 条例第 13条の規定により看護師等修学資金の返還の債務の免除を受けようとする

者は、看護師等修学資金返還債務免除申請書 (様式第 7号)を市長に提出しなければなら

ない。

(返還の債務の免除の計算方法)

第 9条 条例第 13条第 2項の規定により免除することができる返還の債務の額は、条例第

14条第 2項第 3号に規定する看護師等養成施設における業務従事期間を看護師等修学資

金の貸付けを受けた期間 (条例第 10条第 2項の規定により看護師等修学資金の貸与を受

けなかった期間を除く。)に相当する期間で除して得た数を看護師等修学資金の返還の債

務の額に乗 じて得た額とする。

(期間の計算 )

第 10条 条例第 12条第 1項各号の期間、条例第 13条第 2項の期間及び条例第 14条第

2項第 1号相当期間の算定は、月数による。

(返還届の提出)                .
第 11条 被貸付者は、条例第 11条第 2項の規定により看護師等修学資金の返還をしなけ
`れ

ばならなくなったときは、直ちに看護師等修学資金返還届 (様式第 8号)を市長に提出

しなければならない。                  `
(返還債務の猶予の申請)

第 12条 条例第 12条第 1項の規定により看護師等修学資金の返還の債務の猶予を受けよ

うとする者は、看護師等修学資金返還債務履行猶予申請書 (様式第 9号)を市長に提出し

なければならない。

,(就業変更届の提出)

第 13条 条例第 12条第 1号の規定による修学資金の返還債務の猶予を受けたものが、業

務に従事 している施設又は従事している業務を変更した 2rき は、速やかに就業変更届 (様

式第 10号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務 )

第 14条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出

なければならない。

(1)休学 し、又は休所の処分を受けたとき。

(2)停学 し、又は停所の処分を受けたとき。

(3)復学 し、又は復所したとき。

(4)退学の処分を受けたとき。

(氏名住所変更届の提出)

第 15条 修学生又は被貸付者は、氏名又は住所に変更があつたときは、速やかに氏名住所
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変更届 (様式第 11号)を市長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第 16条 修学生又は被貸与者は、看護師等修学資金の返還の債務を負うことがなくなるま

で、毎年 3月 31日 現在の現況報告書 (様式第 12号)を毎年 4月 15日 までに市長に提

出しなければならない。

(修学資金の管理)

第 17条 市長は、修学生又は被貸付者への貸与状況等を明確にするため台帳を備え、整理

するものとする。

(その他)

第 18条 この規則に定めるもののほか看護師等修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 員」

⌒    (施 行期日)

1 この規則は、平成 31年 4月 1日 から施行する。

(南相馬市看護師等修学資金貸与条例施行規則の廃止)

2 南相馬市看護師等修学資金貸与条例施行規則 (平成 25年南相馬市規則第 10号)は、

廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、南相馬市看護師等修学資金貸与条例施行規則の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による
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様式第 1号 (第 2条関係 )

看護師等修学資金貸付申請書

年  月  日

南相馬市長

備考  ・連帯保証人の印は、実印とすること。

・入学資め 貸付けを希望する場合、養成施設に納めた入学資金の領収書を添付す

ること。           `

南相馬市看護師等修学資金の貸付けを受けたいので、次のとおり申請 します。

申
請
者

ふりがな

氏  名
印

生年

月 日

年  月  日

(年齢  歳)

住 所 電話

成

設

養

施

名称 電話

所在地

連
帯
保
証
人

ふリカSな

氏  名
印

生年

月 日

年  月  日

(年齢  歳)

住所

申請者との続柄 電話

勤務先
名称 電話

所在地

連
帯
保
証
人

ふリカまな

氏  名
印

生年

月 日

年  月   日

(年齢  歳)

住 所

申請者 との続柄 電話

勤務先
名 称 電話

所在地

貸付申請額

。第4条第 1項第 1号及び第 2号の者の授業料相当の資金

月額       円

。第 4条第 1項第 3号の者の授業料相当の資金

月額       円

。第 4条第 1項各号に掲げる者の生活費相 当の資金

月額       円

。入学資金                   ,

円

貸付希望期間 年  月から 年  月まで
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様 式 第 2号 (第 2条 関係 )

履 歴 書

ふ りがな

氏  名 (写 真 )

住 所

年 月 学歴 ・職歴 (業 務 内容 )

貸 付 けを受 け よ うとす る動機等

卒 業 又 は修

了 後 の希 望

従 事 医療 機

関

第

１

希

望

名 称

所 在 地

第

２

希

望

名 称

所在地
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様式 第 3号 (第 3条 関係 )

南相馬 市長

連 帯 保 証 人 変更届

住所

修学生又は被貸付者 氏名

年   月  日

郎

電 話

連 帯 保 証 人 氏 名

次 の と お り連 帯保 証 人 に 変 更 が あ りま した ので ,届 け 出 ます。

貸付番 号 第 号

住 所

新 電 話

1日 電 話

ふ りが な

氏 名

新

1日

備 考                  `                 ・

1 連 帯 保証人 の印は、実 印 とす るこ と。

2 連 帯保証 人 の実印に変更が あるとき lま 、変更後 の印鏡証明書を添付す う     i
こ と。

印
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様 式 第 4号 (第 4条 関係 )

看護師等修学資金貸付可否決定通知書

第     号

年   月  日

南相馬 市長    □

年  月  日付 けで 申請 のあ りま した南相馬市看護師等修学資

金 の貸付 けにつ きま して、次の とお り決定 しま したので通知 します。

1 貸 付 けす る。

貸 付 番 号    第

様

貸付金額

貸付期 間

2 貸 付 け しない。

号

円  (月 額 )

年    月 か ら   年    月 まで
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様式第 5号 (第 6条関係)

南相馬市長

年   月   日

住所

氏名 (自 筆)

(法定代理人の署名)

住所

〇

氏名 (自 筆 )

誓 約 書

私は、この度南相馬市みらい育成修学資金条例に基づき、     年   月から

年   月まで、総額
｀           円の貸与を受けるにあたつて、

下記の内容を履行することについて誓約します。   
｀

記

1 貸付資金の趣旨を理解し、養成学校を卒業後、直ちに市内の病院又は診療所において看

護等業務に従事します。

2 条例、規則及び指示事項を固く守り学業に精励し操行を慎み必ず成業します。

3 貸付けを受けた修学資金は、条例及び規則の定めるところにより必ず返還 します。

4 借 り受ける修学資金について、連帯保証人が本人と連帯ヒ″てその債務を負担 します。

〇    ⌒
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様式第 6号 (第 7条関係 )

看護師等修学資金借用証書

南相馬市長

住所

被貸付者  氏名

電話

住所

連帯保証人  氏名

電話

住所

連帯保証人  氏名

電話

次 の とお り南相馬 市 看護 師 等修 学 資 金 を借 用 しま した。

備 考

1 全 て の欄 に記 入 す る こ と。

2 連 帯 保 証 人の印 は、実 印 とす る こ と。

3 返還 方 法 欄 は、該 当す る もの を○ で囲む こ と。

年   月   日

①

①

①

貸付 番号 第 号

貸付 期間

年   月 か ら  年   月 ま で    箇月

(    年    月 か ら    年    月 までを除 く。 )

貸付金額 円

返 還 方法

月賦 (

半年賦 (

一括
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様 式第 7号 (第 8条 関係 )

看護師等修学資金返還債務免 除 甲請書

イ■   月    日

南相馬 市長

 ヽ 住 所            `
被貸付者 氏名          ③

(相 続人)電 話
.住

所

連 帯保証 人 氏名          ③    .
電 話         

′

・    住所

連帯保証人 氏名          ③

電話
‐
南相馬 市看護師等修学資金 の返還 の免除 を受 け たいので,次 の とお り申請    ⌒

します。

貸 付番号 第 号

貸 付期 間
年   月か ら  年   月 まで    箇 月

(   年    月か ら    年    月までを除 く。 )

猶 予 期 間 年 月か ら 年 月 まで 箇 月

猶 予 理 由

免 除 区分 全部免 除 。一部免除

借 用 金 額 円 返 還済 額 円

返 還 未 済 額 円 返還遅 滞額 円

免 除 申請 額 円

免 除 理 由
1 市内で   箇月看護師等の業務に従事 した。

2 その他 ( )

卒 業 (修 了 )日 年 月 日
免許 (資 格 )取

得 日
年 月 日

免 許 (資 格 )の

種 類

市 内にお け る

業 務従事 状 況

従 事 期 間
医療機 関等 の名 称 ・所

在 地
業務 内′容

年  月 か ら

年  月 ま で

年  月 か ら

年  月 ま で

備 考

1 連 帯保証人の印は、実印 とすること6

2 返還遅 滞額欄 には、返還未済額の うち返還期 日が過 ぎている額を記載す

るこ と。

3 免 除 区分欄及び免除事由欄 はご4,当 す るも,の を○で囲むこと:



様式第 8号 (第 11条関係)

看護師等修学資金返還届

年   月    日

南相馬市長

被貸与者氏名

南相馬市看護師等修学資金の貸付けを受けましたが、次のとお り返還しますので届け出

ます。

1 貸付番号

第      号

2 返還金額

円

3 返還の理由が発生 した日

年   月     日

4 返還の理由

5 貸付けを受けた期間

年   月から   年   月まで

6 返還方法

・一括           。その他 (

①
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様 式第 9号 (第 12条 関係 )

看護 師等修 学資金 返還債務履行猶予 申請 書

年  月  日

南相馬 市長

住所

被 貸 付 者 氏名         ①

電話

.              住所

連 帯保証 人 氏名          ③

電話

住所

連 帯保証 人 氏名          ①

電話

南相馬 市看護 師等修学 資金 の返 還の猶予 を受 けた いので ,次 の とお り申請

します 。

備 考

1 連 帯保証人の印は、実印 とす ること。

2 返還 遅滞額欄 にはt返還未済額の うち返還期 日が過 ぎている額 を記載す

るこ と。

3 猶予理 由欄は,該 当す るものを○で囲む こと。 ,
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貸 付番 号 第 号

貸 付 期 間 年 月か ら 年 月 ま で 箇 月

借 用金 額 円 返還済額 円

返 還未 済 額 円 返 還 遅滞 額 円

猶 予 希 望 期 間 年 月 か ら 年 月 まで 箇 月

猶 予 理 由

1 市 内で看護師等 の業務 に従事 してい る。

2 他 の養成施設 に在学 してい る。

3 そ の他

(

卒 業 (修 了 )日 年   月  ‐
日

免許 (資 格 )取

得 日
年   月   日

免 許 (資 格 )の

種 類



様 式 第 10号 (第 13条 関係 )

就業変 更届

南相 馬 市長

.           
被貸 付者氏名

次の とお り変更 とな りま したので,届 け出ます 。

年   月   日

①

貸付番 号 第 号

指 定 医 療

機 関

新

住 所

名 称

電 話

1日

住 所

名 称

電 話

業  務

新

1日

変更年 月 日 年 月 日
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様式第 11号 (第 15条 関係 )       ・

氏名住所変更届

年  月  日

南相馬 市長

被貸付 氏名          ①

次 の とお り変更 とな りま した ので、届 け出ます。

貸付番 号 第 号

住 所

新
電 話

1日

電 話

ふ りが な

氏名

新

1日

変 更年 月 日 年 月 日
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様式第 12号 (第 16条 関係 )

現況報告 書

年   月   日

南相 馬 市長

住 所

被 貸 付 者 氏名

電 話

住 所

連帯保 証 人  氏 名

電 話

住 所

連帯保証人 氏名          ①

電話
⌒     下記 の とお り、    年 3月 31日 現在 の状況 を報告 します。

記

貸 付 番 号 第 号

硯 況 区 分 在学 中 業 務従事 中 そ の他

在

学

中

養成 施設等
名 称

所 在 地 電 話

在 学 期 間 年 箇 月

在 学 状 況

1 修 学 中

停 学 中

2 休 学 中

そ の他 (3 4 )

業

務

従

事

中

従 事 医療機

関 等

名 称

所 在 地 電 話

従 事 期 間 年 箇 月

業務 内容

そ

の

他

※ 証 明欄

備 考  在 学 中又 は業 務 従 事 中の場合 は ,証 明欄 に そ の 旨の証 明 を受 ける こ と。

③

③
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南相馬市教育委員会規則第 号

南相馬市保育士等修学資金貸付規則

(趣旨)

第 1条 この規則は、南相馬市みらい育成修学資金条例 (平成 3o年南相馬市条例第 号。

以下 「条例」 という。)第 3条第 1項第 3号に規定する保育士等修学資金の貸 し付けに関

し必要な事項 を定めるものとする。

(修学資金の交付)

第 2条 条例第 3`条第 1項第 3号に規定する保育士等修学資金の貸付額は、原則として、3

月分の月額を合算した額をその 3月 の最初の月に貸し付けするものとする。

2 保育士等修学資金のうち、入学資金については、入学の年度の最初の貸 し付けに合わせ

て、一括による貸 し付けをするものとする。ただし、入学資金のみの貸付申請の場合は、  ⌒

貸付決定 日の翌月末日までに、一括による貸し付けをするものとする。

3 保育士等修学資金のうち、就職準備の資金については、貸付決定日の翌月末 日までに、

一括による貸 し付けをするものとする。

(申請手続 )

第 3条 条例第 8条第 1項に規定する修学資金 (保育士等修学資金の就職準備資金を除く。)

の貸 し付けの申請をしようとする者は、保育士等修学資金貸付申請書 (様式第 1号)に、

次に掲げる書類を添えて、南相馬市教育委員会 (以下 「教育委員会」とい う。)に提出し

なければならない。                    C
(1)履歴書 (様式第 2号)

(2)条例第 6条第 1項に規定する保育士等養成施設等に在学していることを証する書面

(3)住民票の写し

(4)連帯保証人の住民票の写し

(5)連帯保証人の印鑑証明の写し                     _    ⌒

(6)就職先の雇用契約書、雇用条件通知書の写し又は内定通知書の写し (就職準備の資

金の貸付申請の際提出のこと。)

(7)修学資金振込口座の通帳の写し

(8)その他教育委員会が必要と認める書類

(連帯保証人 )

第 4条 条例第 8条第 1項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、

その人数は 2人とする。この場合、保育士等修学資金の貸付けを受けようとする者が未成

年者であるときは、そのうち 1人を法定代理人としなければならない。

2 保育士等修学資金の貸し付けを受けている者 (以下 「修学生」という。)又は保育士等

修学資金の貸 し付けを受けた者 (以下 「被貸付者」という。)は、連帯保証人を変更し、

又は連帯保証人の住所に変更があつたときは、速やかに連帯保証人変更届 (様式第4号 )

を教育委員会に提出しなければならない。
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(貸付け可否の決定通知)

第 5条 第 8条第 2項に規定する申請に対する決定の通知は、保育士等修学資金貸付可否決

定通知書 (様式第 4号)により行うものとする。

(誓約書の提出)

第 6条 条例第 8条第 2項の規定による育英資金の貸付決定の通知を受けた申請者は、連帯

保証人と連署の上、速やかに誓約書 (様式第 5号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員

会に提出しなければならない。

(1)申請者の在学証明書

(2)連帯保証人の印鑑証明書         ・

(3)親権者以外の連帯保証人の住民票の写し及び所得証明書

(借用証書)

第 7条 被貸付者は、保育士等養成施設等を卒業し、又は条例第 10条第 1項の規定に基づ

き角翠除されたときは、保育士等修学資金借用証書 (様式第 6号)を教育委員会に提出しな

ければならない。

(返還届の提出)

第 8条 被貸付者は、条例第 11条第 3項の規定により保育士等修学資金の返還をしなけれ

ばならなくなったときは、直ちに保育士等修学資金返還届 (様式第 7号)を教育委員会に

提出しなければならない。

(返還債務の猶予の申請)

第 9条 条例第 12条第 3項の規定により保育士等修学資金の返還の債務の猶予を受けよう

とする者は、保育士等修学資金返還債務履行猶予申請書 (様式第 8号う を教育委員会に提

出しなければならない。

(就業変更届の提出)

第 10条 条例第■2条第 3項の規定による修学資金の返還債務の猶予を受けたものが、業

務に従事 している市内の私立保育園等を変更したときは、速やかに就業変更届 (様式第 9

号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第 11条 条例第 13条第 3項の規定により保育士等修学資金の返還の債務の免除を受けよ

うとする者は、保育士等修学資金返還債務免除申請書 (様式第 10号)を教育委員会に提

出しなければならない。

(返還の債務の免除の計算方法)

第 12条 条例第 13条第 3項の規定により免除することができる返還の債務の額は、貸付

けを受けた額の総額を条例第 13条第 2項第 1号に規定する5年間で除して得た額に、市

内の私立保育園等における業務従事期間を乗じて得た額 (計算して求めた額に小数′点以下

があるときは、切 り捨てるものとする。)とする。

(期間の計算)

第 13条 条例第 12条第 2項各号の期間、条例第 13条第 3項の期間及び条例第 14条第

3項第 1号相当期間の算定は、月数による。

-53-



(届出の義務 )

第 14条 修学生はt次の各号のいずれ力ヽ こ該当するに至つたときは、直ちに教育委員会に

届け出なければならない。

(1)休学し、又は休所の処分を受けたとき。

(2)停学し、又は停所の処分を受けたとき。

(3)復学し、又は復所 したとき。

(4)退学の処分を受けたとき。

(氏名住所変更届の提出)

第 15条 修学生又は被貸付者は、氏名又は住所に変更があつたときは、速やかに氏名住所

変更届 (様式第 11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第 16条 修学生又は被貸与者は、保育士等修学資金の返還の債務を負 うことがなくなるま

で、毎年3月 31日現在の現況報告書 (様式第12号)を毎年4月 1,日 までに教育委員 共
会に提出しなければならない。

(修学資金の管理)

第 17条 教育委員会は、修学生又は被貸付者への貸し付け状況等を明確にするため台帳を

備え、管理するものとする。

(その他)

第 18条 この規則に定めるもののほか保育士等修学資金の貸し付けに関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。

附 貝U

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第 1号 (第 3条関係)

保育士等修学資金貸付申請書

年  月  日

南相馬市教育委員会

保育士等修学資金の貸付けを受けたいので、次のとおり申請します。

備考 ・連帯保証人の印は、実印とすること。

・入学準備資金の貸付けを希望する場合、養成施設に納めた入学資金の領収書を添

′付すること。

・就職準備資金の貸付けのみを希望する場合は、貸付希望期間の記入は不要。
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申
請
者

ふりがな

氏  名
③

生年

月 日

年   月   日

(年齢  歳)

住 所

電 話

養成

施設

名 称 電 話

所在地

連
帯
保
証
人

ふりがな

氏  名

①
生年

月 日

年   月   日

(年齢  歳)

住 所

申請者 との続柄 電 話

勤務先
名称 電話

所在地

連
帯
保
証
人

ふ りがな

氏  名

③
生年

月 日

年  月  日

(年齢  歳)

住 所

申請者 との続柄 電 話

勤務先
名称 電話

所在地

貸付申請額

① 授業料相当資金

② 入学準備資金

③ 就職準備資金

月額     円

円

円

貸付希望期間 年  月か ら     年  月まで



様 式 第 2号 (第 3条 関係 )

履 歴 書

ふ りがな

氏  、名
(写 真 )

住   所

年 月 学歴・職歴 (業 務内容 )

貸付 けを受 け よ うとす る動機等

卒業後の 希

望就職先

第

１

希

望

名 称

所在 地

第

２

希

望

名 称

所 在 地
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様 式 第 3号 (第 4条 関係 )

連 帯保 証 人変 更届

年   月   日

南相馬市教育委員会

住 所

借 受 人 氏名

電話

連 帯保証 人  氏名

⌒     次 の とお り連帯保 証人 に変 更 が あ りま したの で ,届 け 出ま す。

貸 付番 号 第 口万

住 所

新

電 話

1日

電 話

ふ りが な

氏 名

新

1日

備 考

1 連 帯保 証人の印は、実印 とす ること。

2 連 帯保証人の実印 に変更がある ときは、変 更後 の 印鑑証 明書 を添付す る
・

こ と。

③

①
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様 式第 4号 (第 5条 関係 )

保育士等修学資金貸付可否決定通知 書

第      号

年   月  日

南相 馬市教育委員会    回

年   月  日付 けで 申請 のあ りま した保育士等修学資金 の貸付

につきま して、次 の とお り決定 しま したので通知 します。

1 貸 し付 けす る。

貸付番 号    第       号

貸付金 額   授 業料相 当の資金

様

入 学 資金

就 職 準備 の資金

円 .(月 額 )

円

円

貸付期 間

2 貸付 しない。

: ,

年     月 か ら     年     月 まで
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様式第 5号 (第 6条関係)

年   月   日

南相馬市教育委員会

住所

氏名 (自 筆 )

(法定代理人の署名 )

住所

氏名 (自 筆 )

誓 約 書

私は、この度南相馬市みらい育成修学資金条例に基づき、     年   月から

年   月まで、総額            円の貸与を受けるにあたつて、

下記の内容を履行することについて誓約します。

記

1 貸付資金の趣旨を理解し、養成学校を卒業後、直ちに市内私立保育園等において保育業

務に従事します。
⌒     2 条例、規則及び指示事項を固く守り学業に精励し操行を慎み必ず成業します。

3 貸付けを受けた修学資金は、条例及び規則の定めるところにより必ず返還します。

4 借り受ける修学資金について、連帯保証人が本人と連帯してその債務を負担しますし

O

O
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様式第 6号 (第 7条関係)

保育士等修学資金借用証書

年  月  日

南相馬市教育委員会

住所

被貸与者  氏名

電話

住所

連帯保証人 氏名

電話

住所

連帯保証人 氏名           ③

電話

次の と.お り保 育士等修学資金 を借用 しま したも

備考               :
1 全 て の欄 に記入す るこ1と 。

2 連 帯 保 証人 の印 は、実印 とす るこ と。

3 返還 方 法欄 は、該 当す るものを○ で 囲む こと。
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①

〇

貸 付 番 号 第 号

貸付期 間

年    月か ら  年    月まで    箇月

(    年    月 か ら    年    月 までを除 く。 )

貸付金額 円

返 還 方 法

月 賦 (

半年賦 (

一 括



様式第 7号 (第 8条関係)

保育士等修学資金返還届

年   月    日

南相馬市教育委員会

被貸付者氏名

.     修学資金の貸付けを受けましたが、次のとおり返還しますので届け出ます。

・     1 貸付番号

第     号              1

2 返還金額

3 返還の理 由が発生した 日

年   月     日

4 返還の理 由

5 貸付を受 けた期間

年   月から   年   月まで

6 返還方法

。一括           。その他 (

〇

円
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様 式 第 8号 (第 9条 関係 )

保育士等修学資金 返還債務履行猶予 申請書

年  月  日

南相馬市教育委員会

住所  .

被 貸 付 者 氏名         ①

電 話

住 所

連帯保証人 氏名
‐         ①

電 話

住 所

連帯保証人 氏名        1_①

電 話

保 育 士 等 修 学 資金 の返還 の猶 予 を受 け た い ので ,次 の とお り申請 します 。

備考

1 連帯 保 証人 の印 は、,実 印 とす るこ と。

2 返還 遅滞額欄 に は、返還未済額 の うち返還期 日が過 ぎている額 を記載す

るこ と。

3 猶予 理 由欄 は ,該 当す るものを○で囲む こと。

貸付番号 第 号

貸 付 期 間 年 月 か ら 年 月 ま で 箇 月

借 用 金 額 円 返還 済額 円

返還未済 額 円 返還遅滞額  |
円

猶 予 希 望 期 間 年   月 か ら   年   月 ま で    箇 月

猶 予 理 由

1 市内で保 育士等 の業務 に従事 してい る。

2 その他

( )

卒業 (修 了 )日 年 月 日
免 許 (資 格 )取

得 日
年 月 日

免許 (資 格 )の

種類
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様 式 第 9号 (第 9条 関係 )

就 業 変 更届

南相馬市教育委員会    ´

. 被貸付者氏名

次 の とお り変更 とな りま したので,届 け出ます。

年   月  日

①

貸 付番 号 第 号

私 立保 育

園 等

新

住 所

名 称

電 話

1日

住 所

名 称

電 話

業  務

新

1日

変 更年 月 日 年 月 日
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様式 第 10号 (第 10条 関係 )

保育士等修 学 資金 返還債務免 除 曰請書

年  月  日

南相馬市教育委員会

住所

被 貸与者 氏名          ③

(相 続人)電 話

住所     .
連帯保証人 氏名          ①

電話

住所

ビ帯保証人 氏名          ①

電 話

保 育 士 等 修 学 資金 の返還 の免 除 を受 けた い ので ,次 の とお り申請 します 。    ⌒

貸付 番 号 第 号

貸付期 間
年   月 か ら  年   月 1上 で    箇 月

(   年    月 か ら    年    月 まで を除 く。 )

猶 予 期 間
年   月 か ら    年   月 まで    箇

月

猶 予 理 由

免 除 区分 全部免除 :一 部免除

借 用 金 額 円 返 還済額 円

返 還 未 済 額 円 返 還 遅 滞 額 円

免 除 申請 額 円

免 除理 由
1 市内で   箇月保 育士等の業務 に従事 した。

2 その他 ( )

卒 業 (修 了 )日 年 月 日
免 許 (資 格 )取

得 日
年   月  日

免 許 (資 格 )の

種 類

市 内にお ける

業務従 事 状況

従事期間 施 設 等 の名 称 。所在 地 業務 内容

年  月 か ら

年  月 ま で

年 月 か ら

月 ま で年

備 考

1 連 帯保証人の印はt実 印 とす る こと。

2 返還 遅滞額欄 には、返還未済額 の うち返還期 日が過 ぎている額 を記載す

るこ と。       .         .
3 免 除 区分欄及び免除事由欄 は、該 当す るものを○で囲むこと:
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様 式 第 11号 (第 15条 関係 )

氏名 住所 変 更届

南相馬市教育委員会

修学生・被貸付者 の氏名

次 の とお り変更 とな りましたので、届 け出ます。

年   月   日

①

貸 付番 号 第 号

住 所

新
電 話

1日

電 話

り

　

　

名

ふ

　

　

氏

が な

新

1日

変 更年 月 日 年 月 日
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様 式 第 12号 (第 16条 関係 )

現況報 告書

年   月   日

南相 馬 市 教 育委 員 会

住所

被 貸 付 者 氏名

電 話
｀
              住所

連 帯 保 証 人  氏名

. 電話

住所

連 帯 保 証 人  氏名

電話

下記 の とお り、    年   月  日現在 の状 況 を報 告 します 。

記

備 考 在 学 中又 は業務従 事 中の場合 は ,証 明欄 にその 旨の証 明を受 けるこ と。

③

③

③

貸付番 号 第 号

易況 区分 在学 中 業務従 事 中 そ の他

在

学

中

養 成 施 設 等
名 称

所 在 地 電 話

在 学期 間 年 箇 月

在 学 状況

1 修学 中      2 休 学 中

3 停学 中      4 そ の他 ( )

業

務

従

事

中

従 事 施 設 等
名 称

所 在 地 電 話

従 事 期 間 年 箇 月

業務 内容

そ

の

他

※ 証 明欄
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南相馬市修学資金給付規則

(趣 旨)

第 1条 この規則は、南相馬市みらい育成修学資金条例 (平成 30年南相馬市

条例第○号。以下 「条例」とい う。)第 16条に規定する修学資金の給付に関

し必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請 )

第 2条 条例第 18条の規定による修学資金の給付の申請をしようとする者は、

修学資金支給願書 (様式第 1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提

出しなければならない。

(1)修学資金受給者推薦調書 (様式第 2号 )

(2)高等学校長が発行する成績証明書

⌒      (3)申 請者の属する世帯に関わる所得証明書

(4)保護者の直近年度の市税の納税証明書

(5)世帯全員の住民票の写し

(給付の決定)

第 3条 条例第 18条第 2項に規定する申請に対する決定の通知は、修学資金

受給者採用決定通知書 (様式第 3号)及び修学資金受給者選考結果通知書 (様

式第 4号)に より行 うものとする。

(口 座振替による給付申出書)

第 4条 修学資金受給者採用決定通知書を受けた者は、教育委員会の指定する

日までに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1)口 座振替による振込申出書 (様式第 5号 )

(2)大学の在学証明書

(給付の方法)

第 5条 修学資金の給付は、毎月本人に給付する。ただし、教育委員会が特別
⌒       の事情があると認めるときは、複数月分を合わせて給付することができる。

(継続給付 )

第 6条 条例第 19条の規定による申請は、修学資金継続申請書 (様式第 6号 )

に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が定める期 日までに提出するものと

する。                         ・

(1)大学の在学証明書

(2)前年度の成績証明書

(3)申 請者の属する世帯に関わる所得証明書

(4)保護者の直近年度の市税の納税証明書

(5)世帯全員の住民票の写し

2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類により、毎年度修学資金

の給付の継続について審査 し、継続を決定 したときは修学資金継続受給者決

定通知書 (様式第 7号)により、通知するものとする。

(給付の打ち切 り)
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第 7条 条例第 21条第 2項の規定による通知は、修学資金支給打切通知書 (様

式第 8号)により、行 うものとする。
(異動 の届出)

第 8条 条例第 22条に規定する書類は、修学資金受給者届出事項変更届 (様´
式第 9号)又は修学資金受給者 (休学・復学・転学・停学・退学)届 (様式

第 10号)により行 うものとする。

2 修学資金給付受給者が死亡したときは、本人の遺族は、直ちに死亡の事実     :
を証す る書類を教育委員会に届け出なければならない。

(給付 の管理 )

第 9条 教育委員会は、給付状況を明確にするため台帳を備 え、整備するもの

とする:

(そ の他 )

第 10条  この規則に定めるもののほか、修学資金の給付に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。

附
´
則

この規貝Jは、平成 31年 4月 1日 か ら施行する:
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様式第 1号 (第 2条関係 )

(表 )

修 学 資 金 支 給 願 書

年 月 日

な

名

が

氏

り

人

ふ

本
〇 男・女

生 年 月 日 年  月  日生  ( 歳)

本  籍  地

本 人 現 住 所

一Ｔ

電 話 ( )

は

名又ヽ戦
学

身

在

出
高校 科

望

学

希

大

を学

る

進

す

第一志望校 大学 学部 学科

第二志望校 大学 学部 学科

第二志望校 大学 学部 学科

ふ り が な

保 護 者 氏 名
③

家 族 住 所
一Ｔ

電話 ( )

家 族 氏 名 続柄 年齢 職 業 勤務先又は学校名 年間収入

本人

-69-



修学資金 の支給を希望する理由

以上の記載事項に相違ありません。

本人氏名

(自 筆)

保護者氏名

(自 筆)

南相馬市教育委員会

【添付書類】

・修学資金受給者推薦調書 (様式第2号)

。成績証明書

・保護者又は生計を維持する者の直近 1年の所得証明

・保護者の直近年度の市税の納税証明書  :
・住民票 (世帯全員の写し)
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様式第 2号 (第 2条関係)

修 学 資 金 受 給 者 推 薦 調 書

ふりがな

氏  名

生年月 日 年   月   日

住  所

一Ｔ

学校名 在学期間
年  月  日   入学 。転入

年  月  日  卒業・卒業見込

学 業 成 績 概 要

在学中の

行 動 事 実 の 記 録

推 薦 理 由

上記の者は、修学資金受給者として適当な者として認め、推薦します。

年  月  日

学校長 回

南相馬市教育委員会
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様式第 3号 (第 3条関係 )

第   号

年  月  日

南相馬市教育委員会

修学資金受給者採用決定通知書

1受 給 者 番 号   第   号

2支 給 月 額  月額     円

3支 給 期 間    年 月  日か ら

年  月  日まで

南相馬市み らい育成修学資金条例第 18条第 2項により受給者 として決定いた しましたので通

知いたします。

備考 : この修学資金は、社会に有為な人間を育成するという目的のもと、あなたの将来にお

ける活躍を期待して支給するもので、その支給期間は在籍する大学の正規の修業期間と

なります。ただし、南相馬市みらい育成修学資金条例 21条の規定により、修学資金の

支給が打切られたときは、その翌期から支給を停止します。この場合、既に支給した修

学資金については、返還していただくことがありますのでご了承ください。

様
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様式第 4号 (第 3条関係)

第   号

年  月  日

南相馬市教育委員会

修学資金受給者選考結果通知書

⌒      先に申請がありました修学資金の受給について、選考の結果、不採用となりましたので、

通知いたします。                         .

様
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様式第 5号 (第 4条関係)

南相馬市教育委員会

住   所
‐

氏   名

口座振替による振込申出書

私に対する修学資金については、下記口座に振り込んでください。

【添付書類】

・口座内容の確認できる通帳の写し

注 振込先は金融機関の普通口座のみとなります。

年  月  日

O

記

金 融 機 関 名

本 。支 店 名

預 金 種 別 普 通 預 金

口 座 番 号

ガ

人

ガ

義名

り

座

け

口
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⌒

様式第 6号 (第 6条関係 )

修学資金糸区続申請書

年  月  日

南相馬市教育委員会

〔添付書類〕

・在学証明書

・成績証明書 (前年度)

・保護者又は生計を維持する者の直近 1年の所得を明らかにすることができる書類

(所得証明等 )

・住民票 (世帯全員の写し)

な

名

が

氏

り

人

ふ

本
◎

性 別

男 。 女

生 年 月 日 年  月  日 (   歳)

電話番号

携帯番号

所
＞

住

地

現

籍
人
本

本

＜

T

( )

在 学 校 名 学年   年

な

名

が

氏者

り

護

ふ

保
③

家 族 住 所
一Ｔ

電話 ( )

家 族 氏 名 続柄 年齢
居

居

同

別
勤務先又は学校名 年 間収入

本 人 同 。 別

同 ・ 別

同 。 別

同 。 別

同 。 別

同 ・ 別
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第 7号様式 (第 6条関係)

第   号

年  月  日

受給者番号   号

様

南相馬市教育委員会

修学資金継続受給者決定通知書

南相馬市育成修学資金給付規則第 6条第 2項により継続受給者として決定いたしました    ⌒

ので通知いたします。

備考 : この修学資金は、社会に有為な人間を育成するという目的のもと、あなたの将

来における活躍を期待して支給するもので、その支給期間は在籍する大学の正規
 ゝ          ~

の修業期間とな ります。ただし、南相馬市みらい育成修学資金条例第 21条の規    
⌒

定により、奨学資金の支給が打切られた ときは、その翌期から支給を停止します。

この場合、既に支給 した修学資金については、返還 していただくことがあります
1  

のでご了承ください。
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様式第 8号 (第 7条関係 )

受給者番号    号

様

第   号

年  月  日

次のとお り修学資金の支給を打ち切ります。

打  切  り 理 ,由

年  月  日

打  切  り 期  日1   年  月分をもつて修学資金の支給を打ち切りま

す。

修学資金支給打切通知書

南相馬市教育委員会
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様 式第 9号 (第 8条関係 )

南相馬市教育委員会

受給番号   番

住所

氏名

修学資金受給者届出事項変更届

届出事項に変更が生 じま したので、次の とお り届け出ます。

1変 更 期 日

変 更 事 項

変 更 事 由
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様式第 10号 (第 8条関係 )

南相馬市教育委員会

年  月  日

受給番号   番

住所

氏名

修学資金受給者 (休学・留学・転学・停学・退学)届

(休学・留学・転学・停学・退学)しましたので、次のとおり届け出ます。

(体学・留学 。転学 :

停学・退学)

期 日

事 由
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